
誠
実
に
な
さ
れ
る
た
め
に
取
締
役
が
会
社
以
外
の
利
益
に
よ
り
動
か
さ
れ
る
こ
と
、
即
ち
取
締
役
の
私
欲
誘
惑
を
取
り
除
く
と
こ
ろ
に
そ
の

趣
旨
が
あ
り
、
取
締
役
は
会
社
に
対
し
最
大
の
誠
実
（
因
・
目
臣
」
①
）
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
義
務
で
あ
る
。

こ
の
義
務
は
、
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
信
託
的
立
場
か
ら
生
ず
る
義
務
で
、
そ
の
内
容
は
受
託
者
の
義
務
と
類
似
す
る
厳
格
な
義
務
で
あ

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
取
締
役
の
義
務
は
、
忠
実
義
務
（
｛
昼
：
旨
昌
目
豆
の
、
。
【
一
・
百
｝
ご
回
且
、
。
。
」
【
日
二
）
と
注

（１）
意
義
務
（
目
豆
の
⑳
。
｛
８
吋
の
四
目
の
面
」
｝
）
と
に
大
別
さ
れ
る
。
忠
実
義
務
は
、
取
締
役
の
会
社
経
営
上
な
す
判
断
が
公
正
か
つ

は
じ
め
に

四
会
社
の
同
意
に
よ
る
禁
止
解
除

五
む
す
び
に
か
え
て

二
信
任
の
濫
用

三
隠
れ
た
利
益

は
じ
め
に

目
次

取
締
役
の
忠
実
義
務

棚
牡
丹
利
砧

新

城
將
孝

３９



る
。
注
意
義
務
は
、
取
締
役
が
そ
の
職
務
遂
行
に
際
し
相
当
の
注
意
（
目
の
○
日
の
）
か
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
取

締
役
の
事
業
判
断
に
関
す
る
是
非
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
義
務
が
取
締
役
に
と
っ
て
不
当
に
重
い
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

｛
１
）
．

く
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
現
在
そ
の
緩
和
の
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
注
意
義
務
の
緩
和
傾
向
と
忠
実
義
務
の
発
展
と
は
、
相
互
不
可
避
、
密
接
の
関
係
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
会
社
企
業
に
お
け
る
所
有

と
経
営
の
分
離
、
会
社
経
営
の
専
門
化
、
複
雑
化
お
よ
び
技
術
化
も
相
互
関
連
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

現
代
資
本
主
義
経
済
社
会
の
高
度
発
展
に
伴
う
会
社
業
務
内
容
の
複
雑
・
専
門
化
は
、
取
締
役
に
会
社
経
営
全
て
に
関
す
る
専
門
的
知
識

の
確
充
を
求
め
え
ず
、
ま
た
各
取
締
役
と
も
時
間
的
に
そ
れ
を
も
ち
え
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
更
に
、
会
社
の
企
業
活
動
に
は
冒
険
的
要

素
が
多
分
に
含
ま
れ
て
お
り
、
相
当
の
注
意
を
払
っ
て
会
社
の
事
業
判
断
を
な
し
た
取
締
役
を
事
後
に
お
い
て
批
判
す
る
こ
と
は
妥
当
な
こ

と
で
な
い
。
取
締
役
が
相
当
程
度
の
注
意
を
払
っ
た
経
営
判
断
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
に
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

義
務
の
緩
和
は
反
面
取
締
役
に
よ
る
不
正
行
為
の
機
会
を
増
大
せ
し
め
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
こ
に
他
の
方
面
か
ら
会
社
を
取
締
役
に
よ
る

不
正
行
為
か
ら
守
る
た
め
の
法
理
形
成
の
必
然
性
も
あ
る
。
右
要
請
下
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
取
締
役
が
会
社
事
業
活
動
を
行
う
に

自
己
ま
た
は
第
三
者
を
介
し
て
の
利
害
関
係
に
影
響
さ
れ
、
か
つ
事
業
判
断
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
会
社
と
取
締
役
が
利
益

（２）

衝
突
す
る
場
を
厳
格
に
規
制
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
た
め
の
法
理
が
、
ま
さ
に
忠
実
義
務
の
法
蠅
で
あ
り
、
非
常
に
広
い
範
囲
で
の
機
能
を

認
容
さ
れ
、
そ
の
発
展
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
会
社
収
締
役
が
会
社
の
犠
牲
に
お
い
て
そ
の
個
人
的
利
益
を
図
る
行
為
の
態
様
は
、
会
社
の
営
業
活
動
の
拡
大
お
よ
び
複
雑

専
門
化
、
経
済
社
令
の
変
化
に
対
応
し
て
、
様
々
の
形
態
を
も
っ
て
現
れ
、
棚
牡
丹
利
益
の
利
得
機
会
も
相
当
に
多
く
な
》
て
い
る
。
会
社

財
産
の
横
領
・
藷
Ｌ
お
よ
び
自
己
取
引
、
報
酬
、
更
に
は
そ
の
地
位
お
よ
び
会
社
情
報
を
利
川
し
て
の
競
業
、
会
社
機
会
の
利
得
、
会
社
に

４０



帰
属
す
べ
き
利
益
の
利
得
、
賄
賂
と
い
っ
た
会
社
の
知
ら
な
い
隠
れ
た
利
益
を
取
得
す
る
行
為
も
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
る
。
更
に
、
大

衆
投
資
が
盛
ん
に
な
り
証
券
取
引
が
活
発
と
な
っ
て
い
る
現
在
、
株
主
（
座
く
は
投
資
家
）
の
犠
牲
卜
に
お
い
て
、
取
締
役
か
そ
の
職
務
上

お
よ
び
そ
の
地
位
に
基
づ
き
得
た
情
報
を
利
用
し
、
自
社
株
式
の
取
引
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
Ｈ
己
の
利
益
を
図
る
機
会
の
増
大
し
て
い
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
行
為
の
態
様
は
、
ま
さ
に
単
純
な
行
為
か
ら
、
不
正
の
利
益
が
発
見
さ
れ
に
く
い
功
妙
な
方
法
へ
と
拡
大
さ
れ
て
き

て
い
る
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。
信
任
の
濫
用
は
、
そ
の
原
則
適
用
に
お
い
て
取
締
役
が
自
己
の
利
益
を
図
る
た
め
会
社
財
産
を
利
用
す
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
、

右
原
則
等
と
要
素
の
共
働
を
観
る
こ
と
が
で
き
、
抽
象
的
な
原
則
で
あ
る
。
隠
れ
た
利
益
は
他
の
原
則
と
の
関
連
に
お
い
て
成
立
す
る
場
も

役
が
会
社
と
な
す
契
約
（
自
己
取
引
）
、
報
酬
、
競
業
、
信
任
の
濫
用
、
隠
れ
た
利
益
、
支
配
権
の
譲
渡
お
よ
び
株
式
取
引
と
い
っ
た
態
様
い

（４）

を
観
る
こ
と
が
で
き
る
。
取
締
役
が
会
社
と
な
す
契
約
、
取
締
役
の
報
酬
は
取
締
役
が
直
接
お
よ
び
間
接
的
に
会
社
と
契
約
関
係
に
立
つ
も

あ
る
が
、
と
り
わ
け
信
任
の
濫
用
に
比
し
具
体
性
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
。

取
締
役
の
忠
実
義
務
の
法
理
は
、
取
締
役
が
会
社
よ
り
そ
の
信
託
上
委
託
さ
れ
た
権
限
を
個
人
的
目
的
に
用
い
て
利
益
を
得
る
行
為
を
禁

－５－

止
し
、
会
社
・
取
締
役
間
お
よ
び
株
主
と
の
利
益
衝
突
の
問
題
に
解
決
策
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
の
法

理
は
、
そ
れ
自
体
抽
象
的
な
法
理
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
判
例
の
展
開
に
そ
れ
を
観
察
し
う
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
法
に
お
い
て
、
取
締

か
ら
利
得
す
る
行
為
全
て
に
及
び
、
隠
れ
た
利
益
は
取
締
役
が
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
が
故
に
得
る
こ
と
の
で
き
た
利
益
全
て
に
及
び
う
る
も

の
利
用
と
い
う
形
で
な
さ
れ
（
株
式
取
引
は
、
義
務
を
負
う
相
手
方
が
会
社
で
は
な
く
株
主
で
あ
る
と
い
う
点
に
特
色
が
あ
る
。
）
、
支
配
権

（５）

の
譲
渡
は
株
式
取
引
お
よ
び
他
の
原
則
と
の
関
連
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
信
任
の
濫
用
は
取
締
役
が
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
会
社
財
産

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
競
業
は
取
締
役
が
会
社
に
帰
属
す
べ
き
利
益
を
奪
う
と
い
う
態
様
で
な
さ
れ
る
。
株
式
の
取
引
は
取
締
役
た
る
地
位



更
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
の
具
体
的
一
表
彰
と
し
て
会
社
機
会
の
理
論
（
ｇ
『
己
・
『
日
の
Ｐ
）
ロ
・
具
目
］
ニ
ー

ュ
・
・
ロ
ョ
の
）
が
あ
る
。
会
社
機
会
の
理
論
は
、
取
締
役
が
会
社
の
営
業
ラ
イ
ン
上
に
あ
る
機
会
を
利
得
す
る
行
為
を
防
止
す
る
も
の
で
、

現
在
ア
メ
リ
カ
で
は
競
業
と
同
一
に
論
ぜ
ら
れ
、
取
締
役
に
よ
る
棚
牡
丹
利
益
の
阻
止
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
法
に

お
い
て
、
会
社
機
会
の
理
論
は
そ
の
展
開
を
観
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
判
例
法
は
競
業
に
つ
き
会
社
財
産
の
利
用
と
い

う
要
素
が
加
っ
た
と
き
こ
れ
を
信
任
の
濫
用
を
も
っ
て
規
制
す
る
。
こ
の
点
で
、
信
任
の
濫
用
は
会
社
機
会
の
理
論
と
ほ
ぼ
類
似
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
会
社
機
会
の
理
論
は
現
在
積
極
的
に
そ
の
検
討
が
な
さ
れ
、
取
締
役
の
不
正
行
為
阻
止
に
つ
き
そ
の
メ
リ
ッ
ト
は

本
稿
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
を
中
心
に
取
締
役
に
よ
る
棚
牡
丹
利
益
規
制
の
論
述
を
そ
の
目
的
と
す
る
が
、
取
締
役
が
直
接
ま
た
は
間
接
的

に
会
社
と
取
引
関
係
に
立
つ
以
外
の
態
様
、
競
業
、
株
式
取
引
お
よ
び
支
配
権
の
譲
渡
と
い
っ
た
態
様
を
除
き
、
即
ち
信
任
の
濫
用
お
よ
び

隠
れ
た
利
益
に
つ
き
そ
の
論
述
を
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
の
一
現
彰
で
あ
り
、
本
法
踊
に
今
後
新
局
面
を
股
開
し
、
か
つ

取
締
役
に
よ
る
棚
牡
丹
利
益
阻
止
に
大
き
く
貢
献
が
期
待
で
き
る
会
社
機
会
の
蝿
論
に
つ
い
て
は
そ
の
中
で
相
当
の
検
討
を
加
え
、
他
の
原

則
に
つ
い
て
も
ま
た
そ
の
範
囲
を
も
っ
て
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
へ－６｝

大
い
に
賞
讃
さ
れ
て
い
る
。

注
－
１
一
Ｆ
・
○
・
ｍ
・
の
○
コ
①
日
自
与
の
己
己
ロ
。
ご
］
①
の
。
【
二
○
」
の
Ｈ
ｐ
Ｏ
ｏ
曰
已
色
ご
］
Ｆ
：
『
》
や
。
①
〕
①
．

－
２
－
赤
掘
光
子
法
学
協
会
雑
誌
第
八
六
巻
（
Ⅲ
②
③
Ⅶ
）
一
号
三
頁
－
四
頁
。

（
５
）
赤
掘
法
協
第
八
五
巻
一
号
四
頁
’
五
頁
。
●
・
虫
「
の
同
》
◎
己
・
日
［
・
５
．
ｍ
】
①
Ｉ
団
①
．

（
４
）
赤
掘
法
協
第
八
五
巻
『
号
五
頁
。
の
。
一
己
①
『
・
弓
】
』
・
已
己
。
①
］
ヨ
ー
ロ
』
①
。

（
５
）
と
り
わ
け
、
株
式
取
引
は
、
取
引
上
の
詐
欺
（
【
Ｈ
口
巨
」
）
の
理
論
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
き
た
。
支
配
権
の
譲
渡
は
、
一
般
に

４２



取
締
役
は
、
そ
の
在
任
中
あ
る
い
は
退
職
後
、
そ
の
信
任
関
係
上
委
託
さ
れ
た
会
社
財
巌
を
個
人
的
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
禁

（１）
止
さ
れ
る
。
取
締
役
は
、
職
務
を
行
う
に
つ
き
会
社
の
利
益
を
最
優
先
す
べ
き
で
あ
り
、
会
社
に
対
し
最
大
の
誠
実
（
宝
《
）
。
午
一
二
（
｜
⑦
）
を
尽

く
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
衡
平
法
上
の
厳
格
な
ル
ー
ル
の
一
表
彰
で
あ
る
。
信
任
の
濫
川
は
、
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
財
巌
だ
け
に
適
用

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
取
締
役
が
そ
の
在
任
中
に
知
っ
た
事
実
関
係
、
例
え
ば
、
会
社
の
営
業
こ
の
秘
密
お
よ
び
業
務
上
の
秘
密
情
報
（

月
旦
の
②
の
。
：
言
の
：
ｇ
ｏ
・
目
帛
亘
の
貝
三
三
・
：
四
豆
・
目
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
会
社
財
産
中
に
は
、
の
れ
ん
（
ぬ
・
・
」
ミ
ニ
革
秘
密
の

（２）

知
識
お
よ
び
情
報
（
の
③
・
甸
の
（
の
盲
目
｝
の
□
ぬ
の
：
」
曰
｛
・
圓
口
亘
皀
）
等
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
外
延
は
広
い
も
の
で
あ
り
、
取
締
役

が
会
社
と
な
す
契
約
（
自
己
取
引
）
『
取
締
役
の
報
酬
、
競
業
、
隠
れ
た
利
統
、
会
社
の
株
式
取
引
お
よ
び
支
配
権
の
譲
渡
と
い
っ
た
取

締
役
が
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
会
社
財
産
か
ら
利
益
を
得
る
行
為
に
つ
い
て
一
般
に
適
用
さ
れ
る
。

本
章
に
お
い
て
は
、
取
締
役
が
直
接
お
よ
び
間
接
的
に
会
社
と
取
引
関
係
に
立
つ
と
い
う
こ
と
以
外
の
態
様
に
お
い
て
、
会
社
に
帰
属
す

べ
き
利
益
を
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
た
め
に
取
得
す
る
行
為
に
限
定
す
る
が
、
本
稿
の
目
的
か
ら
賄
賂
等
の
隠
れ
た
る
利
益
は
次
章
に
ゆ
ず

る
こ
と
と
し
、
他
に
つ
い
て
は
そ
の
必
要
の
範
囲
を
も
っ
て
論
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

二
信
任
の
濫
用

隠
れ
打
利
益
と
の
関
連
に
お
い
て
な
さ
れ
ろ
。
赤
堀
、
法
協
第
八
五
巻
百
百
八
口
・
取
締
役
と
株
拒
と
の
法
律
関
係
に
つ
き
、
ガ
ウ

ワ
ー
教
授
は
そ
の
存
在
を
認
容
す
る
。
し
か
し
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
法
は
ア
メ
リ
カ
の
祉
券
取
引
所
法
規
則
川
仙
Ｉ
ｂ
か
規
制
す
る

結
果
に
か
な
り
遅
れ
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
の
・
葛
の
円
・
閂
ワ
ニ
・
戸
臼
『
・

－
６
｝
□
・
田
Ｈ
の
口
亘
：
》
虞
○
・
日
◎
日
【
の
。
□
ご
・
Ｈ
甘
口
】
ご
’
三
己
（
陣
一
一
頁
。
｛
】
【
の
ご
目
彦
の
二
○
（
一
の
「
二
百
三
元
の
ぐ
】
の
三
く
・
』
・
←
噛
三
胃
．

（
浄
①
『
①
）
句
・
凹
桿
⑰
。
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信
任
の
濫
用
（
品
ざ
ロ
：
。
｛
○
・
口
｛
】
」
の
月
の
）
は
、
取
纐
役
が
そ
の
偏
託
咄
附
味
仁
一
念
仕
さ
れ
た
財
雌
を
個
人
的
［
日
附
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
禁
止

す
る
。
そ
し
て
、
会
社
副
期
陣
中
に
は
会
社
の
些
豆
耒
上
の
塾
醤
お
よ
び
》
器
枌
上
の
秘
南
樗
鴫
麺
等
咽
姿
］
ま
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
魁
処
は
広
い
も
の
で
あ
る
が
、

〈
五
匹
の
営
業
上
の
秘
蜜
書
類
、
と
り
わ
け
顧
客
リ
ス
ト
を
Ⅲ
い
て
鐘
張
口
約
を
行
な
っ
た
り
、
》
噸
群
リ
ス
ト
を
粒
擬
鉦
来
者
に
爪
し
た
り
し
た
よ
う
な
場
苔
も

取
締
役
は
そ
の
蕊
水
原
則
に
従
い
会
社
に
対
す
る
巾
僻
丞
義
務
違
反
を
樅
成
す
る
。
三
の
鯉
、
日
の
、
陣
○
二
の
『
、
戸
二
８
ｍ
目
の
⑳
（
こ
』
Ｃ
）
８
ｍ
の
で
は
、
原
告
会
社
の
噸

（５）

客
山
名
お
よ
び
仲
栃
四
緑
を
使
川
し
た
韓
乗
行
為
、
と
り
わ
け
顧
客
録
の
コ
ピ
ー
権
限
は
取
締
役
に
は
な
い
と
判
示
し
、
原
告
会
社
の
請
求
を
認
容
し
た
。

更
に
、
取
締
役
が
発
表
前
の
利
益
配
当
案
を
知
り
ま
た
は
支
配
権
譲
度
（
国
丙
の
ｌ
・
ぐ
の
吋
亘
目
）
の
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
株

式
の
思
惑
間
〈
を
す
る
こ
と
も
取
締
役
の
忠
火
炎
務
違
皮
を
柵
成
す
砲
・
取
締
役
の
か
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
、
会
社
が
損
害
を

》
奉
っ
た
か
あ
る
い
は
会
社
が
利
得
の
実
現
を
妨
げ
ら
れ
た
か
否
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
の
趣
旨
は
、
取
締
役
の
不
徳
義
な
行
為
を
阻
止

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
上
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
会
社
は
祠
の
１
日
目
］
ぐ
・
乏
司
】
ぬ
言
の
判
決
以
来
、
取
締
役
が
右
の
よ
う

－５）

な
思
惑
買
を
し
た
こ
と
に
よ
る
利
益
を
会
社
に
帰
属
さ
せ
る
訴
訟
を
提
起
し
た
こ
と
が
今
日
ま
で
に
な
い
。
取
締
役
が
思
惑
を
も
っ
て
会
社

の
内
部
情
報
を
利
用
す
る
に
白
紙
委
任
状
（
０
日
［
の
宮
』
目
。
①
）
を
有
す
る
こ
と
が
一
般
に
法
的
に
Ｐ
想
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
商
業
道
徳
（
○
○
日
目
の
：
旨
一
日
・
日
一
】
二
）
に
反
す
る
と
こ
ろ
で
あ
あ
》
そ
こ
で
、
．
Ｉ
エ
ン
報
止
、

書
は
、
取
締
役
に
よ
る
か
よ
う
な
不
徳
義
な
行
為
を
阻
止
す
る
立
法
を
な
す
べ
き
こ
と
を
観
併
し
た
。
そ
の
結
果
、
’
九
四
八
年
会
社
法
第

（６）

’
九
五
条
の
規
定
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
は
一
九
六
七
年
会
社
法
の
制
定
を
観
る
に
張
っ
た
。
し
か
し
、
ガ
ウ
ワ
ー
教
授

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
確
か
に
取
締
役
お
よ
び
内
部
者
に
よ
る
株
式
取
引
に
つ
き
開
爪
規
制
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
決
し
て
商
業
辿
徳

（７）

を
確
保
す
る
に
は
今
道
小
徹
底
な
も
の
と
指
摘
さ
れ
る
。

競
業
（
（
ご
皀
の
ご
三
目
）
も
、
信
託
の
原
則
に
よ
る
と
、
受
託
茜
は
そ
の
地
位
に
あ
る
間
厳
絡
に
禁
止
さ
れ
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
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ス
会
社
法
は
、
一
八
九
○
年
組
合
法
第
三
○
条
と
同
一
ま
た
は
類
似
の
規
定
を
も
た
な
い
そ
れ
枚
、
こ
の
原
則
が
イ
ギ
リ
ス
の
取
締
役
に

一
般
に
適
用
さ
れ
る
か
は
明
確
で
な
い
。
同
組
合
法
第
》
一
一
○
条
の
規
定
の
類
撫
は
、
取
締
役
の
そ
の
他
位
が
組
合
皿
只
に
叫
成
以
て
い
る
に
も

－８）

か
か
わ
ら
ず
働
く
も
の
で
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
判
例
法
は
、
岐
近
に
張
っ
て
脳
な
る
燭
業
に
腿
す
る
行
為
を
行

う
こ
と
も
禁
止
し
、
こ
れ
を
忠
実
義
務
違
反
と
み
よ
う
と
す
る
方
向
に
あ
り
、
か
つ
、
競
業
も
、
取
締
役
が
会
社
の
内
部
怡
報
を
利
用
し
た

り
、
業
務
上
の
秘
密
を
売
り
ま
た
は
会
社
財
犀
を
濫
用
し
、
己
の
利
益
を
図
っ
允
場
合
、
慌
任
の
艦
川
行
為
と
さ
れ
忠
火
義
務
違
反
を
構
成

－９）
す
る
。
信
任
の
濫
用
は
、
そ
れ
川
休
競
堆
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
会
社
財
派
の
利
川
と
な
っ
た
喫
紫
が
加
わ
っ
て
は
じ
め
て
忠
炎
義
務
違
反

一ｍ一

を
構
成
す
る
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
会
社
機
会
の
法
理
と
ほ
ぼ
類
似
す
る
。

会
社
機
会
の
法
理
は
、
受
託
者
た
る
取
締
役
は
一
般
に
取
締
役
会
に
よ
る
放
棄
が
な
け
れ
ば
、
会
社
の
桝
業
柄
勤
に
属
し
か
つ
会
社
に
と

っ
て
現
在
ま
た
は
将
来
有
利
な
機
会
を
日
己
の
た
め
に
利
川
で
き
な
い
と
す
る
原
剛
で
あ
る
。
競
業
も
、
会
社
が
そ
の
躯
業
活
勅
に
お
い
て

利
得
す
べ
き
機
会
を
取
締
役
が
類
型
的
に
奮
う
行
為
で
あ
り
、
か
く
意
味
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
で
川
へ
１
Ⅱ
競
業
と
会
礼
競
堆
の
問
題
と
同
一

｛加一

に
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
競
業
は
、
確
か
に
会
社
が
将
来
拡
大
す
る
Ｕ
能
性
あ
る
巍
業
に
も
及
び
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
川
有
の

意
味
に
お
け
る
競
業
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
な
い
。
会
社
機
会
の
法
理
は
、
会
社
と
現
に
競
争
関
係
に
立
つ
こ
と
な
く
、
し
か
も
会
社
の

事
業
と
類
似
し
ま
た
は
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
を
取
締
役
が
行
う
と
き
、
そ
し
て
、
そ
の
と
き
会
社
取
締
役
と
し
て
の
信
任
関
係
お
よ
び
代

理
関
係
に
基
づ
く
知
識
や
会
社
財
産
の
利
用
を
取
締
役
が
行
っ
た
場
合
、
そ
の
成
立
を
み
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
だ
会
社
機
会
の
法

一ｍ一

理
は
、
｜
般
に
取
締
役
の
地
位
に
よ
り
取
得
し
た
情
報
そ
れ
自
体
を
も
っ
て
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
会
社
財
務
内
容
に
関
す

る
情
報
を
利
用
し
て
自
社
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
会
社
機
会
を
利
用
し
た
も
の
で
は
な
い
。
会
社
情
報
に
つ
き
そ
の
利
用
が
あ
っ
た
と

言
わ
れ
る
た
め
に
は
、
会
社
が
行
な
っ
た
調
査
・
研
究
に
よ
り
取
得
し
た
情
報
、
会
社
の
機
密
情
報
’
会
社
の
宣
伝
等
に
誘
発
さ
れ
て
も
た
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ら
さ
れ
た
情
報
、
会
社
の
記
録
も
し
く
は
顧
客
リ
ス
ト
等
か
ら
の
情
報
と
言
っ
た
営
業
に
関
す
る
本
質
的
な
情
報
の
利
用
が
な
け
れ
ば
な
ら一泊｝

な
い
。
ま
た
、
取
締
役
が
会
社
の
資
金
・
施
設
お
よ
び
従
業
員
を
不
正
に
利
用
し
て
利
益
を
得
た
場
合
も
取
締
役
の
法
定
信
託
の
原
則
の
違
反
行
為
と
な
る
・

会
社
機
会
の
法
理
は
、
取
締
役
の
忠
実
義
務
の
法
理
に
新
局
面
を
展
開
す
る
も
の
で
取
締
役
の
棚
牡
丹
利
益
の
利
得
に
大
き
な
防
止
策

と
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
本
法
理
に
つ
き
現
在
積
極
的
に
そ
の
検
討
が
な
さ
れ
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
い
に
賞
讃
さ
れ
て
い
る
・

イ
ギ
リ
ス
の
学
者
が
そ
の
一
検
討
資
と
す
る
も
の
に
ｏ
：
口
臼
：
》
雲
ワ
の
『
○
」
の
口
っ
ぺ
・
己
の
Ｈ
ご
・
・
５
．
ぐ
・
ぬ
冒
弓
・
渦
事
件
が
あ
る
）

○
目
三
目
．
こ
す
の
『
の
」
自
己
『
・
己
の
同
二
８
巳
・
弓
・
切
言
弓
・
彊
二
の
三
）
寝
件
（
以
下
●
：
昌
凹
き
す
の
旨
目
の
の

と
略
称
）
は
、
宛
の
彊
」
（
西
：
亘
信
）
伊
已
・
ぐ
・
の
ロ
ニ
ゴ
の
Ｈ
事
件
と
同
様
、
取
締
役
に
帰
属
す
る
「
棚
牡
丹
利
続
（
目
の
〆
で
の
。
←
＆

菖
己
｛
四
一
一
℃
Ｈ
・
｛
】
（
⑰
）
」
に
つ
き
そ
の
コ
メ
ン
ト
を
す
る
。
ま
た
、
本
件
は
、
○
目
四
」
＆
Ｐ
少
の
『
・
ぬ
の
『
ぐ
一
：
Ｐ
二
．
［
○
三
四
二
）

一旧）

事
件
と
も
強
い
類
似
性
を
み
せ
る
。
Ｃ
目
凹
ｇ
き
ず
の
『
Ｃ
凹
吻
の
は
、
本
件
第
一
審
判
決
と
と
も
に
会
社
機
会
の
法
剛
に
期
待
基
準
（
の
メ
ロ
ー

の
。
【
：
。
『
（
①
切
斤
）
を
確
証
す
る
。
具
体
的
に
、
本
件
被
告
は
、
自
己
の
会
社
業
拐
執
行
の
た
め
会
社
と
類
以
の
寝
業
を
営
む
Ｆ
会
社
と

の
］
・
旨
｛
ぐ
の
日
日
の
締
結
交
渉
に
閏
好
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｆ
会
社
は
、
会
社
と
の
取
引
を
拒
否
し
、
被
雌
、
Ⅲ
身
と
の
取
引
を
誘
引

し
て
き
た
。
結
局
、
被
告
は
、
会
社
の
計
画
し
た
事
業
目
的
と
類
似
の
事
業
目
的
と
し
た
新
会
社
を
Ｆ
会
祉
と
の
比
（
川
川
杵
〈
の
卜
に
批
叱
Ｍ
し
、

一帖｝

シ
一
ヶ
の
吋
目
最
高
裁
判
所
は
、
被
告
の
本
行
為
を
会
社
の
「
営
業
範
囲
に
属
す
る
機
会
（
・
【
」
。
①
。
｛
団
口
吻
曰
の
朋
葛
｛
の
：
）
Ｌ

の
利
得
と
し
、
更
に
、
被
告
行
為
に
会
社
機
会
に
関
す
る
「
期
待
曜
準
（
の
〆
：
の
貝
：
。
『
【
の
ｍ
〔
）
」
を
求
め
、
取
締
役
は
、
ｎ
□
の

管
理
・
監
督
す
る
会
社
の
利
益
増
進
を
図
る
と
き
、
同
時
に
自
ら
の
利
益
を
利
得
す
る
地
位
に
、
己
を
続
い
て
は
な
ら
な
い
と
し
迄
し
か

（ロ〉

し
、
裁
判
所
は
被
生
口
の
利
益
返
還
を
認
め
な
か
っ
た
。

原
告
会
社
磯
会
を
顛
咽
的
に
奪
っ
た
。
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尚
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
》
凹
平
法
止
、
会
社
が
現
実
に
損
寄
を
豪
っ
た
か
、
会
社
の
利
得
の
災
現
が
妨
げ
ら
れ
た
か
行
か
を
問
わ
ず
、

取
締
役
は
そ
の
地
位
に
よ
り
得
た
利
益
す
べ
て
を
会
社
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
社
が
財
政
化
、
剛
山
等
に
よ
り
利
腋
を
炎
呪
す

る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
取
締
役
は
こ
れ
を
利
用
し
た
こ
と
に
よ
る
責
征
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
房
隠
一

一ｍ｝

（
因
：
目
目
、
）
Ｆ
二
・
『
．
①
』
二
】
：
『
事
件
は
こ
の
点
に
関
す
る
判
例
で
あ
る
。
（
誹
細
の
検
制
は
、
節
一
二
噸
）

注
（
１
）
○
○
コ
①
Ｈ
）
。
□
．
。
旨
・
ロ
・
廷
①
．

（４）
○
．
詞
「
①
Ｈ
・
◎
己
。
。
】
（
・
己
・
□
ト
ヨ

（
５
）
の
◎
ョ
『
①
Ｈ
・
閂
ケ
】
」
・
己
．
①
』
式

－
５
｝
三
の
：
巨
月
ｍ
・
因
『
◎
二
の
『
②
ご
・
三
の
い
：
Ｈ
の
の
（
】
の
】
Ｃ
）
］
・
ず
》
四
四
の
）
具
｛
具
］
①
ｇ
）
国
：
．
⑭
Ｐ
ｍ
Ｃ
．
シ
・
》

原
告
会
社
は
、
取
締
役
と
の
間
に
七
年
間
の
任
用
契
約
を
締
結
し
、
存
在
中
お
よ
び
退
任
後
七
年
間
は
会
社
と
の
競
業
行
為
を
行

な
わ
な
い
合
意
が
当
該
取
締
役
と
の
間
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
会
社
は
、
強
制
解
散
の
手
続
に
入
り
、
取
締
役
は
解
任
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
被
告
取
締
役
は
、
原
告
会
社
の
顧
客
氏
名
お
よ
び
住
所
リ
ス
ト
を
利
川
し
、
顧
客
に
案
内
状
を
送
付
し
、
注
文
を
取
り

自
己
の
営
業
の
た
め
に
原
告
会
社
財
産
を
使
用
し
て
い
た
α

原
告
会
社
は
、
取
締
役
の
そ
の
競
業
の
差
止
お
よ
び
顧
客
リ
ス
ト
の
引
渡
を
求
め
て
訴
を
提
起
し
た
〕

裁
判
所
は
、
解
散
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
た
取
締
役
に
は
競
業
避
止
義
務
を
定
め
た
合
意
の
拘
束
力
は
及
ば
な
い
と
し
な
が
ら
も

顧
客
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
は
個
人
的
目
的
の
た
め
に
顧
客
リ
ス
ト
の
コ
ピ
ー
を
す
る
権
利
は
な
い
と
判
示
し
、
原
告

会
社
の
諭
求
を
認
め
た
Ｑ
詳
細
、
赤
掘
、
法
協
八
五
巻
一
号
五
○
頁
。

（
２
）
の
◎
ョ
①
ｎ
泊
ず
】
」
・
己
己
・
切
仁
①
１
Ｊ
』
『
。

４７



（
６
）
小
町
谷
操
三
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
概
説
二
九
一
一
一
頁
。

－７｝
の
。
Ｈ
ョ
①
Ｈ
・
○
己
．
。
】
Ｆ
己
．
①
ト
ヨ

（８）
○
・
吋
ョ
の
Ｈ
・
閂
ワ
ニ
・
目
．
①
ミ
ー
⑰
宝
・
赤
堀
法
協
八
八
巻
一
Ｍ
Ｕ
四
七
口
鮨
小
町
行
概
説
一
一
九
州
血
心
ガ
ウ
ワ
ｉ
教
授
に
よ

れ
ば
粥
勤
取
締
役
は
組
合
法
第
一
一
一
○
条
の
適
川
を
う
け
、
ｎ
己
ま
た
は
他
人
の
た
め
に
競
業
を
営
み
え
な
い
と
す
る
。

す
）
赤
掘
法
協
八
五
巻
一
号
四
八
頁
？

亘
赤
堀
法
協
八
五
巻
一
号
四
九
頁
㈹
㈹
。

｛
Ｕ
赤
堀
法
協
八
五
巻
一
一
号
一
八
四
頁
。

一
ｍ
）
赤
堀
法
協
八
五
巻
一
一
一
号
一
一
一
一
一
六
頁
。
会
社
機
会
の
成
立
に
は
、
多
く
の
要
素
の
共
働
が
あ
る
が
、
パ
ラ
ン
タ
イ
ン
教
授
は
、
何

が
会
社
機
会
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
基
準
と
し
て
次
の
七
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
Ⅲ
、
機
会
が
、
不
動
雁
と
か
あ
る
い
は
特
許
権
藤
帆

を
取
得
す
る
に
、
会
社
の
事
業
あ
る
い
は
そ
の
拡
張
に
特
別
か
つ
問
有
の
価
値
を
河
す
る
の
か
ま
た
は
必
要
で
あ
る
か
。
側
、
取

締
役
が
、
そ
の
職
務
上
、
発
見
し
た
事
実
ま
た
は
情
報
と
遭
遇
し
た
か
。
③
、
会
社
が
そ
の
機
会
や
利
益
を
求
め
て
交
渉
の
た
め

に
市
場
に
現
わ
れ
た
か
、
ま
た
、
そ
の
と
き
そ
の
努
力
を
放
棄
し
た
か
り
Ⅲ
、
取
締
役
か
、
会
社
の
た
め
に
そ
の
機
会
を
取
得
す

べ
き
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
か
。
⑤
、
取
締
役
が
、
あ
る
機
会
の
取
得
ま
た
は
開
発
の
た
め
に
会
社
の
盗
金
あ
る
い
は
会
社
の

施
設
の
利
用
を
し
た
か
Ｊ
⑥
、
取
締
役
が
、
そ
の
機
会
の
取
得
に
よ
り
会
社
と
画
喪
す
る
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
か
、
ま

た
は
取
締
控
は
転
売
の
意
図
を
も
っ
て
い
た
か
。
、
、
会
社
が
そ
の
機
会
を
利
川
す
る
に
打
利
な
条
件
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
財
務
化
：
匂
い
は
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
機
会
の
利
用
が
不
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
国
四
二
：
ロ
ゴ
の
窟
○
コ
ｏ
・
『
己
・
同
日
】
・
ロ
葛

勺
・
い
つ
の
．



一
旧
｝
赤
堀
法
協
八
五
巻
一
一
一
号
三
一
一
六
頁
。

一
Ｍ
｝
（
桿
①
』
い
）
］
シ
一
一
両
・
幻
・
弓
Ｐ
四
・
Ｆ
．
詳
細
第
一
一
一
章
。

一
Ｕ
（
］
①
『
四
）
い
つ
□
・
Ｐ
・
閃
。
（
四
」
）
函
『
』
・

一
心
）
（
』
①
『
の
）
の
⑰
Ｃ
・
Ｐ
・
両
．
（
②
こ
）
図
①
②
（
シ
旨
四
・
Ｇ
．
）
》
（
］
①
『
⑭
）
ｍ
ｍ
Ｄ
・
Ｐ
・
詞
．
（
②
Ｑ
）
（
シ
一
片
・
の
．
●
・
）
・
切
の
①
》

□
・
勺
Ｈ
の
ロ
［
』
。
①
〉
皮
。
。
Ｈ
ご
○
吋
芹
の
。
ご
ロ
。
Ｈ
［
巨
口
】
【
『
ｌ
ヨ
ュ
ロ
ュ
｛
②
二
℃
円
。
【
】
（
切
弓
目
ず
の
三
○
』
の
ｎ
ｐ
Ｆ
Ｂ
ご
宛
の
ご
】
①
詞
「
ぐ
○
一
・
一
画
・
三
四
『
（
］
①

原
告
会
朴
は
、
投
資
信
託
会
社
で
、
そ
の
主
た
る
事
業
は
、
向
旦
日
・
貝
・
ロ
市
効
外
に
お
け
る
ｆ
勅
厳
投
盗
で
あ
っ
た
。
被

告
は
、
会
社
設
立
当
事
か
ら
一
九
六
九
年
ま
で
原
告
会
社
の
取
締
役
で
あ
り
、
か
つ
株
主
で
あ
っ
た
。
Ｆ
会
社
は
、
土
地
附
発
を

９

目
的
と
す
る
大
規
模
な
国
内
会
社
で
あ
っ
た
。
原
生
ロ
会
社
の
計
画
は
、
エ
ド
モ
ン
ト
ン
地
方
周
辺
の
土
地
関
発
お
よ
び
土
地
取
得
４

の
た
め
Ｆ
会
社
と
の
一
・
日
台
ぐ
の
ロ
：
Ｈ
の
に
あ
っ
た
。
被
告
と
Ｆ
会
社
の
設
立
し
た
新
会
社
、
Ｇ
会
社
は
、
土
地
開
発
を

そ
の
目
的
と
し
、
エ
ド
モ
ン
ト
ン
地
方
周
辺
を
そ
の
事
業
区
域
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

被
告
の
抗
弁
は
、
以
下
三
点
で
あ
る
。
川
、
Ｆ
会
社
は
、
原
告
会
社
と
決
し
て
事
業
協
定
の
締
結
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
。
②
、
原
告
会
社
は
、
そ
の
機
会
を
利
用
す
る
に
充
分
な
資
力
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
③
、
被
告
は
、
Ｆ
会
社
と
の
契
約
締

結
後
、
事
実
の
開
示
を
取
締
役
会
に
な
し
、
か
つ
原
告
会
社
と
目
“
ロ
“
ぬ
の
目
の
具
・
帛
・
・
国
司
：
［
を
締
結
し
・
そ
の
返
礼

に
自
己
の
利
益
を
譲
渡
す
る
合
意
を
原
告
会
社
取
締
役
会
よ
り
得
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
②
の
抗
弁
に
つ
き
、
被
告
は
、
そ
の
立
証
を
な
し
え
な
か
っ
た
．
側
の
抗
弁
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
被
告
の
開

示
は
会
社
に
よ
る
権
利
放
棄
を
構
成
す
る
に
必
要
程
度
の
充
分
な
開
示
と
は
言
え
な
い
と
し
た
。
尚
、
Ⅲ
に
つ
き
、
本
文
と
お
り
。

『
①
）
己
己
・
画
』
中
１
画
』
Ｐ



イ
ギ
リ
ス
会
社
法
は
、
取
締
役
が
会
社
と
の
関
係
で
｛
】
」
：
旨
ｑ
お
よ
び
長
：
【
ぬ
的
Ⅲ
場
に
あ
る
ゆ
え
、
会
社
の
ｒ
知
と
同
怠
（

百
・
三
一
の
１
ｍ
の
：
ｇ
ｏ
ｏ
目
の
三
）
が
な
け
れ
ば
、
取
締
役
は
会
社
の
い
か
な
る
利
砧
を
も
狸
得
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
れ
は
、
衡

平
法
上
確
立
さ
れ
た
不
変
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
の
下
で
は
、
取
締
役
は
偏
任
（
｛
三
：
富
二
）
を
理
由
に
、

会
社
の
機
会
お
よ
び
知
識
（
・
宕
○
目
目
】
ご
囚
己
百
〔
冒
一
の
」
ぬ
の
）
ま
た
は
そ
れ
ら
に
起
因
す
る
い
ず
れ
か
の
蝿
山
に
圧
づ
き
会
社
の
隠

れ
た
利
益
を
自
己
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
。

隠
れ
た
利
益
の
原
則
（
の
①
。
『
の
（
日
・
｛
〕
［
、
）
は
、
こ
れ
が
適
肘
さ
れ
る
肌
裂
川
を
み
る
と
収
締
役
が
そ
の
地
位
を
利
川
し
て
公
社
の
知
ら
な
い

隠
れ
た
利
伍
を
取
得
し
た
但
笈
且
そ
の
利
砧
の
形
態
に
拘
ら
ず
、
例
え
ば
、
乖
数
料
（
○
○
コ
三
田
。
。
）
ま
た
は
資
格
株
（
Ｃ
Ｅ
－
】
豆
：
三
・
口－１）

旨
の
Ｈ
２
）
、
現
金
、
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
橦
類
の
利
益
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
何
れ
と
も
賄
賂
（
庫
１
ヶ
の
鋤
）
と
石
倣
さ
れ
る
。

取
締
役
が
隠
れ
た
利
益
を
得
た
と
言
わ
れ
な
い
た
め
に
は
、
会
社
が
な
す
契
約
で
、
取
締
役
が
仇
接
的
又
は
間
接
的
に
利
涛
関
係
を
有
す
る

も
の
に
、
そ
の
取
締
役
淨
有
す
る
利
益
の
性
質
を
取
締
役
会
議
で
開
示
を
な
す
こ
と
を
要
す
る
二
九
四
八
年
会
礼
法
一
几
九
条
一
頃
）
。

一
一
一
隠
れ
た
利
益

（
ロ
）
被
告
の
責
任
に
つ
き
、
裁
判
所
は
、
Ⅲ
、
本
旨
目
：
（
◎
四
ｍ
①
事
実
に
対
す
る
会
社
機
会
の
法
理
適
用
、
②
、
被
告
の

利
益
返
還
に
関
し
て
は
、
原
告
会
社
の
株
主
構
成
の
変
更
事
実
に
関
す
る
判
断
、
を
も
っ
て
こ
れ
を
決
定
す
る
。
旧
制
目
回
：
“

尚
、
本
判
決
の
確
証
し
た
「
期
待
基
準
」
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
の
責
任
は
、
会
社
の
利
益
を
自
己
の
有
利
な
位
置
に
動
か
し
た

場
合
、
あ
る
い
は
個
々
の
会
社
機
会
を
積
極
的
に
求
め
た
場
合
に
発
生
す
る
。
日
の
目
区
・
の
》
忌
匡
・
弓
》
田
切
ｌ
臣
①
．

⑮
赤
掘
法
協
八
五
巻
一
号
五
○
頁
。

閂
ワ
】
且
ロ
ロ
》
⑭
惇
ｍ
ｌ
ｍ
杵
Ｐ

５０



そ
し
て
、
取
締
役
が
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
会
社
の
隠
れ
た
利
益
を
取
得
し
た
場
合
、
取
締
役
は
そ
の
利
得
し
た
利
益
を
会
社
に
返
還
す
る

（５）
（２）

義
務
を
負
う
。
こ
の
衡
平
法
上
の
ル
ー
ル
は
厳
格
な
も
の
で
、
宛
の
、
巳
（
江
：
二
口
頭
）
Ｆ
己
》
く
・
○
ロ
ー
】
ぐ
の
Ｈ
事
件
で
の
一
〈
目
の
一
一

判
事
の
判
示
で
観
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
詐
款
を
も
っ
て
定
ま
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
誠
実
（
団
・
目
｛
筐
の
）
の
不
作
に

（４）

を
も
っ
て
定
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
取
締
役
の
旨
（
の
、
ユ
ニ
を
確
か
に
確
保
す
る
。
然
る
に
、
取
締
役
は
、
ど
の
よ

う
な
形
式
を
と
ろ
う
と
も
取
締
役
が
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
が
故
に
そ
の
地
位
に
基
づ
き
取
得
し
た
利
益
は
隠
れ
た
利
益
と
な
り
、
そ
の
忠
実

義
務
違
反
を
構
成
す
る
。

－５｝

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
な
る
宛
①
、
囚
」
（
四
：
三
口
、
）
巨
且
ご
・
○
口
」
】
ゴ
の
Ｈ
事
件
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

映
画
館
を
経
営
す
る
甲
会
社
は
、
事
業
の
拡
大
を
は
か
る
た
め
丙
丁
所
有
の
映
画
館
の
一
：
：
を
得
る
計
画
を
企
画
し
、
子
会
社
乙
を

設
立
し
穐
丙
丁
の
両
貸
主
は
、
乙
会
社
の
払
込
み
済
株
式
資
本
が
五
千
ポ
ン
ド
で
あ
る
か
、
ま
た
は
払
込
済
資
本
が
五
千
ポ
ン
ド
に
満
た

な
い
な
ら
甲
会
社
の
取
締
役
が
本
件
賃
料
債
務
の
保
証
を
な
す
よ
う
求
め
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
甲
会
社
の
取
締
役
達
は
、
本
件
保
証
を
嫌

っ
た
。
そ
の
結
果
、
甲
会
社
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
変
更
を
余
議
な
く
さ
れ
、
結
局
乙
会
社
の
増
資
を
図
り
、
甲
会
社
自
ら
が
二
千
株
、
残
り

一
一
一
千
株
に
つ
き
甲
会
社
の
取
締
役
と
友
人
と
で
引
受
け
て
も
ら
い
、
五
千
ポ
ン
ド
の
資
本
調
達
を
完
了
し
て
、
丙
丁
か
ら
映
画
館
の
庁
：
①

を
得
て
営
業
を
開
始
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
甲
乙
親
子
会
社
の
総
株
式
は
、
譲
渡
さ
れ
た
。
取
締
役
は
、
こ
れ
に
よ
り
乙
会
社

の
一
株
式
に
つ
き
一
一
ポ
ン
ド
一
六
シ
ン
グ
の
利
益
を
得
た
。
そ
こ
で
、
新
経
営
者
は
、
甲
会
社
を
代
表
し
て
、
前
任
取
締
役
等
が
甲
会
社
の

取
締
役
た
る
地
位
に
基
づ
き
乙
会
社
の
株
式
を
取
得
し
、
こ
れ
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
利
益
を
得
た
こ
と
は
会
社
に
対
す
る
自
己
の
忠
実

義
務
違
反
を
構
成
す
る
、
と
し
て
そ
の
利
益
の
返
還
を
求
め
訴
を
提
起
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
前
任
取
締
役
は
、
甲
会
社
の
支
配
的
株
主
で
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
株
主
総
会
の
承
認
は
得
ら
れ
る
筈
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

５１



甲
会
社
は
、
乙
会
社
の
支
配
的
株
主
で
な
く
、
甲
会
社
の
持
株
一
一
千
株
の
処
分
に
つ
い
て
は
甲
会
社
は
全
く
の
損
害
を
蒙
る
こ
と
な
く
、
更

に
、
取
締
役
は
利
益
の
開
示
に
関
す
る
手
続
は
踏
ま
な
か
っ
た
が
（
総
会
で
の
承
認
は
、
右
の
と
お
り
既
定
の
事
実
で
あ
っ
た
。
）
、
甲
会

（６）
社
の
損
失
に
お
い
て
何
ら
不
正
行
為
は
行
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

弓
：
ｏ
・
串
巨
己
切
は
、
月
月
忌
の
の
に
関
し
衡
平
法
上
の
原
則
を
適
用
し
、
「
川
、
経
営
者
と
し
て
お
よ
び
取
締
役
と
し
て
会
社

の
機
会
と
特
別
知
識
の
利
用
に
お
い
て
、
彼
等
が
何
ら
か
の
会
社
事
業
に
関
連
し
て
何
ら
か
の
行
為
を
行
な
っ
た
こ
と
、
②
自
己
の
利
益

－７｝

に
お
い
て
何
か
を
取
締
役
が
帰
着
せ
し
め
る
こ
と
」
の
確
立
が
あ
れ
ば
、
取
締
役
は
そ
の
利
益
の
返
還
の
責
を
負
う
と
判
示
し
た
。
具
体

的
に
、
甲
会
社
は
、
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
融
資
が
な
け
れ
ば
そ
の
一
の
：
①
の
取
得
が
不
可
能
で
あ
‘
た
。
そ
こ
で
、
閉
ざ
月
の
。
｛

Ｅ
ａ
ｍ
は
、
取
締
役
達
が
甲
会
社
の
支
配
的
株
主
で
あ
り
、
仮
に
株
主
総
会
に
お
い
て
そ
の
取
引
の
承
認
が
既
定
の
事
実
と
し
て
得
ら
れ
る

状
況
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
取
締
役
は
そ
の
資
金
を
会
社
に
賃
付
け
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
取
締
役
が
取
締
役
と
し
て
の
地
位
か
ら
自
己
株
式

を
取
得
し
、
利
益
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
そ
し
て
利
益
は
会
社
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
杁
し
た
。
い
わ
ゆ
る
裁
判
所
は
、

会
社
が
財
務
的
に
利
用
で
き
な
い
利
得
の
機
会
に
つ
い
て
取
締
役
は
自
己
の
利
用
に
先
立
ち
取
締
役
に
よ
る
会
社
へ
の
融
資
を
な
す
べ
き

－８一

義
務
を
負
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
の
多
く
が
踏
襲
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
宛
の
、
巳
ケ
ー
ス
の
衡
平

法
ル
ー
ル
適
用
に
つ
い
て
は
、
現
在
有
刀
な
批
判
も
あ
る
（
後
述
）
。

本
件
に
つ
き
重
要
な
問
題
は
、
会
社
の
内
部
情
報
が
自
己
の
忠
実
義
務
内
に
お
い
て
取
締
役
に
取
得
さ
れ
た
と
き
、
取
締
役
は
利
絲
の
開

示
を
せ
ず
、
そ
の
状
況
下
で
会
社
情
報
の
利
用
を
な
し
得
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
株
式
の
引
受
が
会
社
機
会
に
あ
っ
た
場
合
、
取
締
役
会
が

会
社
の
理
由
に
よ
り
そ
の
引
受
を
放
棄
し
た
と
き
、
取
締
役
は
そ
の
誠
実
（
尿
・
目
｛
丘
の
）
に
腋
づ
き
そ
の
後
会
社
機
会
の
利
川

を
、
少
な
く
と
も
利
益
の
開
示
を
す
る
こ
と
な
し
に
取
締
役
は
個
人
的
に
株
式
の
引
受
を
な
し
、
利
益
取
得
行
為
を
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
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授
の
指
摘
お
よ
び
○
自
己
四
℃
の
：
○
：
①
と
Ｍ
ｌ
結
肺
に
到
述
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
擬
わ
し
い
。
会
社
に
よ
る
事
業
機
会

の
放
棄
は
、
衡
平
法
上
、
取
締
役
の
義
務
と
利
益
の
衝
突
可
能
性
を
完
全
に
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
会
社
に
よ
る
機
会
の
放
棄
の
決
定
、

特
に
取
締
役
会
に
よ
る
放
棄
の
決
定
は
、
今
だ
利
害
の
共
通
す
る
者
同
志
の
馴
れ
合
い
に
よ
る
決
定
と
な
り
易
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
、
機

一厄一

会
放
棄
の
決
定
は
、
会
社
の
利
益
を
剥
奪
す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
蓋
し
、
こ
れ
は
、
会
社
取
締
役
に
つ
き

商
業
上
の
モ
ラ
ル
確
保
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
仮
に
取
締
役
が
か
よ
う
な
義
務
に
遭
遇
し
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
会
社
の
事
業
機
会
を
個
人

的
に
利
用
し
、
か
つ
一
般
人
が
会
社
と
取
引
を
す
る
際
に
、
会
社
形
態
を
詐
欺
的
手
段
と
し
て
取
締
役
が
利
川
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の

一応｝

結
果
、
会
社
の
信
頼
を
弱
め
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
。
か
く
意
味
に
お
い
て
、
取
締
役
が
向
己
の
利
益
確
保
の
た
め
、
自
己
の
役
割
か
ら
会

社
活
動
を
作
動
す
る
可
能
性
の
仰
制
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
は
、
取
締
役
の
開
示
義
務
を
強
化
し
、
取
締
役
の
義
務
お
よ
び

利
益
の
衡
突
の
必
要
・
可
能
性
を
減
少
せ
し
め
る
方
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
取
締
役
の
商
業
道
徳
の
確
保
を
そ
の
目
的
と
し
、
そ
し
て
、
取

締
役
は
会
社
の
た
め
に
全
精
力
を
も
っ
て
誠
実
（
因
。
：
帛
匡
の
）
に
行
為
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
命
題
に
現
彰
さ
れ
る
。
取
締
役
は
、

当
然
に
会
社
機
会
の
利
用
を
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
な
状
況
下
で
は
取
締
役
に
会
社
の
秘
密
情
報
の
利
用
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し
て
取
締
役
に
取
得
利
任
の
返
還
の
貢
を
認
め
な
か
つ

一ｍ）
た
。
Ｃ
・
急
の
Ｈ
教
授
は
、
己
三
弓
切
ご
・
悪
胃
目
）
：
ケ
ー
ス
少
数
意
兄
お
よ
び
こ
の
○
：
且
四
℃
の
：
ケ
ー
ス
を
引
川
し
、
元
の
狙
四
』

｛９｝

か
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
厄
の
ｍ
・
の
二
ぐ
：
三
】
ロ
の
戸
月
・
己
已
の
Ｈ
事
件
（
以
卜
、
Ｃ
四
目
目
ロ
の
の
。
と
略
称
）
に
お
い
て
、

○
四
ｍ
の
を
評
し
て
、
「
衡
平
法
上
の
原
則
に
よ
っ
て
、
衡
平
に
反
す
る
結
論
を
得
た
も
の
（
Ｏ
：
ｑ
］
口
頭
の
ｐ
三
国
ヶ
」
の
ロ
１
０
】
巳
の
の

｛川）

（
。
：
旨
の
□
巳
冒
す
一
の
〔
〉
○
口
Ｃ
］
巨
巴
：
）
」
と
そ
の
判
決
内
容
を
批
判
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
が
ガ
ウ
ワ
ー
教

と
こ
ろ
が
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
は
、
取
締
役
の
利
益
取
得
に
つ
き
そ
れ
を
厳
格
に
禁
止
す
る
も
の
で
も
な
い
。
宛
の
悪
｝
８
ｍ
の
に
お
い

５３



て
、
河
：
の
三
判
事
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
取
締
役
は
、
利
得
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
（
利

得
の
そ
の
前
ま
た
は
そ
の
後
の
）
株
主
総
会
で
の
株
主
に
よ
る
承
認
を
も
っ
て
自
ら
を
保
護
し
う
る
。
株
主
に
よ
る
承
認
が
な
い
と
き
、
（

取
締
役
の
）
返
還
責
任
は
残
存
す
る
】
と
。
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ュ
芹
の
：
は
、
こ
の
立
場
か
ら
、
会
社
の
了
知
お
よ
び
同
意
（
【
：
三
の
』
１

ｍ
の
：
」
己
。
：
の
：
）
を
条
件
に
取
締
役
に
よ
る
利
益
獲
得
を
認
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
株
主
に
よ
る
同
意
が
利
益
と
関
係

あ
る
取
締
役
の
投
票
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
な
ら
、
そ
こ
に
小
数
株
主
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
擬
問
が
残
る
。
そ
こ
で
、
三
円
茸
の
；
は
、

一楯）

少
数
者
を
排
除
し
た
取
締
役
に
よ
る
同
意
は
「
小
数
者
に
対
す
る
詐
欺
（
｛
Ｈ
：
」
・
口
二
の
曰
旨
○
コ
ご
）
」
を
構
成
す
る
と
非
難

一帖｝

し
、
株
主
た
る
取
締
役
は
株
主
総
会
で
の
投
票
を
禁
止
べ
き
と
主
張
す
る
。

そ
の
結
果
、
取
締
役
は
、
取
締
役
会
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
機
会
に
よ
る
因
・
息
｛
三
の
に
城
づ
き
川
人
的
利
益
を
取
得
し
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
株
主
総
会
に
よ
る
利
得
の
同
意
ま
た
は
利
益
保
有
の
同
意
が
な
い
限
り
、
利
益
返
還
の
五
を
負
う
。
こ
れ
は
、
義
務
よ
り

も
む
し
ろ
利
益
に
よ
っ
て
動
揺
を
期
た
す
壷
昌
・
旨
ｑ
的
立
場
に
あ
る
人
・
・
・
…
…
今
日
の
取
締
役
に
公
平
に
適
用
さ
れ
、
そ
れ
は
人
間
性

一Ｗ｝

（
す
臼
９
口
目
目
Ｈ
の
）
お
よ
び
詐
欺
の
可
能
性
（
□
○
ｍ
ｍ
』
亘
一
］
二
・
｛
｛
Ｈ
：
」
）
を
そ
の
川
Ⅲ
と
す
る
も
の
で
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
過
酷
な
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
不
合
蝿
な
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
「
取
締
役
は
、
株
彊
総
会

の
同
意
を
も
っ
て
利
益
の
獲
得
を
容
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
誠
実
な
取
締
役
（
夢
の
声
○
口
の
の
［
三
吋
の
日
○
Ｎ
）
は
、
何
を
ぞ
恐
れ
ん
』

｛旧｝
と
さ
え
正
当
化
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
経
営
者
に
帰
属
す
る
「
棚
牡
丹
利
益
（
目
の
壱
の
。
【
の
。
三
己
｛
鱈
一
一
頁
。
［
茸
切
）
」
の
コ
メ
ン
ト
を
す
る
に
、

（旧）

宛
の
、
四
］
・
；
の
と
そ
の
類
似
性
を
も
つ
○
自
己
の
」
ざ
す
の
】
。
：
の
は
、
被
小
川
（
切
目
一
］
〕
す
。
『
夷
）
の
行
為
に
つ
し
さ
会
社
機
会

の
成
立
を
認
め
る
が
、
利
益
の
返
還
を
命
ず
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
シ
一
ヶ
の
『
冒
最
岡
戒
判
所
の
多
数
怠
兇
は
、
会
社
の
株
左
構
成
の
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変
更
事
実
に
判
断
を
加
え
、
新
経
営
者
は
被
叱
、
（
ぬ
目
『
弓
・
愚
）
の
利
益
返
還
に
よ
り
利
益
を
取
得
す
る
に
充
分
な
剛
山
が
な
い
と
判

示
し
た
。
裁
判
所
の
判
断
は
、
違
反
時
に
原
告
会
社
の
株
主
で
あ
る
事
実
と
違
反
時
に
株
主
た
る
地
位
に
な
く
現
代
株
疋
で
あ
る
事
実
、
す

な
わ
ち
、
被
告
の
忠
実
義
務
違
反
時
に
は
株
主
で
な
く
利
益
の
返
還
に
よ
り
ワ
ン
ダ
ブ
ル
な
利
益
を
窄
受
し
う
る
現
在
の
株
胚
の
い
る
事
実
、

一ｍ－

こ
の
二
事
実
に
照
ら
し
被
告
に
利
益
の
返
還
を
命
ず
る
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
。
こ
の
間
趣
に
関
す
る
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
衡
平
法

の
解
答
（
曰
・
の
芹
の
Ｃ
日
日
三
の
：
冒
亘
・
目
）
状
、
違
反
時
の
小
数
株
主
に
比
例
的
返
還
一
頁
・
日
【
の
Ｈ
の
・
・
ぐ
の
ご
）
を
認
め
る

一別｝
も
の
で
あ
っ
た
。
｜
几
四
八
年
会
社
法
第
一
九
．
一
一
条
．
一
一
項
は
、
そ
の
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た
解
決
噸
を
捉
供
す
る
。
司

法
一
九
一
一
一
条
は
、
日
丙
の
１
．
ぐ
①
Ｈ
匡
旦
印
に
際
し
て
取
締
役
が
受
け
た
支
払
に
関
し
て
、
会
社
株
正
に
対
す
る
開
．
小
と
会
社
の
承
認
と
を
要
求
し

た
規
定
で
あ
る
。
同
条
三
項
は
、
株
主
へ
の
【
具
の
１
３
の
Ｈ
す
昼
の
申
込
の
通
知
に
舶
載
（
会
社
株
式
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
鍍
渡
に
関
連
し
、

取
締
役
が
退
任
す
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
支
払
を
受
け
る
こ
と
の
記
載
）
を
欠
き
、
ま
た
は
株
正
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
、
取
締
役

が
受
領
し
た
全
て
の
支
払
は
、
申
込
に
応
じ
て
そ
の
株
式
を
譲
渡
し
た
株
主
の
利
益
の
た
め
の
偏
託
財
朧
で
あ
る
と
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の

一ｍ）

場
合
、
会
社
に
対
す
る
返
還
で
は
な
く
、
実
際
に
不
利
益
を
受
け
る
株
主
に
対
す
る
返
還
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｂ
ｌ

ｇ
Ｓ
》
シ
ニ
ミ
◎
：
の
に
関
述
し
て
こ
れ
に
よ
る
解
決
（
旬
の
の
。
｝
こ
こ
。
□
）
は
、
そ
の
困
難
も
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
救

済
策
は
、
現
代
の
大
規
模
公
開
会
社
に
お
い
て
経
営
管
理
上
お
そ
ら
く
実
現
呵
能
な
も
の
で
な
く
、
個
々
の
株
主
に
よ
る
返
還
総
額
は
、
ご

く
僅
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
む
し
ろ
会
社
全
体
の
理
論
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
少

｛顕）

な
く
と
も
利
益
返
還
は
会
社
の
た
め
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
仮
に
会
社
資
力
に
関
す
る
証
拠
（
の
『
筐
①
ロ
：
。
【

：
百
の
ロ
ー
）
が
引
川
さ
れ
た
場
合
、
株
主
に
対
す
る
比
例
的
返
還
は
、
株
主
の
和
解
（
○
・
日
己
・
の
］
二
・
口
）
に
よ
る
認
容
可

一四｝
一頭）

能
性
を
も
つ
。
同
様
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
○
口
：
ｓ
：
》
少
の
Ｈ
ｏ
ｍ
の
旬
ぐ
】
。
①
Ｆ
二
・
［
○
・
日
口
巨
の
〕
と
百
旦
巨
②
同
旨
』
□
①
ぐ
Ｉ
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且
口
シ
ニ
の
『
・
閉
の
の
多
数
意
見
は
、
会
社
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
洞
察
し
株
主
に
対
す
る
比
判
的
返
還
の
問
題
を
唱
え
、
最
初
か
ら
株
主
に
よ
る

和
解
（
◎
・
目
己
・
巴
三
・
口
）
の
認
容
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
被
告
に
利
益
の
返
還
を
命
じ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
本
件
に
つ
き
、

｛
辿

二
＆
の
Ｈ
己
」
判
事
は
、
意
見
に
異
に
し
、
株
主
に
よ
る
比
例
的
利
益
の
返
還
を
唱
え
る
。

注
｛
し
ご
凹
則
目
の
問
㎡
。
。
日
己
・
ロ
『
Ｐ
回
ョ
・
山
］
①
」
己
で
．
①
①
Ｐ
Ｉ
ｍ
①
①
。

－
２
｝
Ｚ
ｏ
Ｈ
芹
彦
の
】
陣
田
巴
、
冒
屡
門
口
｛
Ｈ
ｏ
Ｑ
口
。
（
】
○
口
｛
○
○
○
日
己
四
口
『
Ｆ
、
ョ
這
己
己
．
］
』
⑰
ｌ
桿
公
⑦
。

（
５
）
（
】
①
億
）
閂
シ
一
一
両
・
幻
・
弓
、
）
（
】
①
雪
）
⑭
シ
》
Ｃ
・
』
置
貝
Ｅ
Ｐ
詳
細
に
つ
き
ｚ
・
目
耳
６
℃
．
。
］
［
・
己
己
』
念
１
崖
①
．

（
４
）
Ｚ
・
少
・
因
回
②
国
目
屡
目
ケ
の
四
・
口
の
：
Ｃ
】
円
の
。
：
円
い
ロ
」
の
①
Ｃ
Ｈ
の
【
勺
門
。
■
庁
②
ｇ
ｚ
の
君
Ｆ
囚
冨
］
ｏ
ロ
９
口
｝
］
ロ
ロ
の
」
・
】
①
『
の
祠
・
の
四
『
．
卵

の
｝
・
旨
の
貝
。
。
：
三
（
目
の
缶
二
・
戸
○
・
・
］
鞄
は
、
株
主
へ
の
返
還
を
認
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
利
益

一ｍ）

の
返
還
に
会
社
の
①
Ｐ
Ｅ
】
二
が
取
締
役
の
①
Ｐ
已
二
よ
り
も
高
位
に
あ
る
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
、
と
の
指
摘
も
あ
る
。
○
口
：

－
６
－
国
③
の
【
】
己
．
○
己
．
●
】
言
・
己
。
①
国
『
。

（
７
）
国
。
：
①
。
｛
Ｐ
：
ａ
ｍ
は
、
外
的
約
因
（
◎
具
②
己
の
：
：
こ
の
甚
亘
：
）
を
採
川
す
る
【
①
の
：
ぐ
。
、
［
：
」
｛
・
ａ
（
］
己
⑦
）
、
ｌ

の
一
・
。
：
．
ｓ
・
巴
に
基
づ
き
取
締
役
に
利
益
の
返
還
を
命
じ
た
本
件
に
お
い
て
、
の
：
穴
旦
卿
は
、
以
痕
‐
の
よ
う
に
述
べ

亘
前
注
③
。

「
私
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
被
告
は
信
任
的
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
等
の
童
任
は
、
悪
意
（
ヨ
ニ
ロ
【
二
の
の
）
の
証
明

に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
衡
平
法
の
一
般
原
則
は
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
つ
き
信
任
的
性
質
（
｛
二
口
・
冒
旦
：
〔
－

月
の
）
に
関
す
る
義
務
を
負
う
誰
も
が
、
そ
の
保
護
さ
れ
る
べ
き
苔
の
利
砧
の
保
有
あ
る
い
は
協
定
（
：
闇
、
の
曰
の
ロ
〔
、
）

る
◎



国
、
、
芹
】
ロ
》
閂
け
』
。
．
】

－８｝

（
９
）
（
牌
①
の
①
）
ｍ
の
□
・
伊
・
両
．
（
画
」
）
・
○
回
目
。
ｐ
己
の
、
の
。
：
の
．
ご
Ｃ
ロ
ロ
且
】
ロ
ロ
の
巨
胃
の
日
の
。
。
：
豆
鉱
業
会
社
の
取

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
，
「
Ⅲ
取
締
役
に
機
密
情
報
の
利
用
が
な
か
っ
た
。
②
取
締
役
は
、
自
乙
の
資
格
に
基
づ
き
株
式
の

取
得
し
た
も
の
で
な
く
、
社
会
構
成
員
の
一
人
と
し
て
そ
の
取
得
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
、
取
締
役
は
利
益

を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
彼
ら
が
受
託
者
と
し
て
の
地
位
か
ら
会
社
財
産
を
取
得
し
た
な
ら
、
彼
ら
は
そ
の
説
明
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
．
・
・
・
い
や
し
く
も
、
重
要
な
時
期
に
．
彼
ら
は
、
取
締
役
で
あ
り
、
か
つ
信
託
的
立
場
に
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
彼
ら
は
、
取
締
役
の
資
格
に
お
い
て
、
自
己
の
取
得
し
た
（
会
社
の
）
最
高
の
知
識
を
利
用
お
よ
び
行
使
し
た
。
彼
ら

は
自
己
の
た
め
に
（
会
社
〉
利
益
を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
：
：
一
口
二
○
：
を
形
成
し
た
。
彼
ら
（
の
権
限
）
は
、
か
よ

う
な
行
為
行
使
の
た
め
に
授
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
・
・
：
・
・
・
」
。

国
色
四
二
口
》
］
ず
】
」
・
○
○
コ
①
Ｈ
・
◎
己
・
ロ
罠
・
□
②
の
》
ｚ
ｏ
Ｈ
〔
ず
の
『
》
。
□
。
。
】
［
・
己
己
・
』
Ｐ
①
ｌ
桿
心
①

締
役
会
は
会
社
の
ｍ
３
ｐ
ｐ
」
に
属
す
る
自
己
の
払
下
請
求
地
（
・
一
目
日
切
）
を
売
り
に
出
す
た
め
の
株
式
の
引
受
を
あ
７
５

る
探
鉱
者
（
ご
Ｈ
：
己
の
◎
８
Ｎ
）
か
ら
話
を
も
ち
か
け
ら
れ
た
Ｊ
鉱
業
会
社
の
取
締
役
の
国
・
目
、
三
の
は
、
株
式
引
受
を
放
棄
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
鉱
業
会
社
の
若
干
の
取
締
役
は
、
会
社
の
地
質
学
者
の
誘
発
を
も
っ
て
そ
の
株
式
を
取
得
し
た
。
そ
こ
で
、
新

経
営
者
は
、
払
下
請
求
地
へ
己
己
曰
②
）
を
管
理
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
会
社
の
右
株
式
を
取
得
し
た
取
締
役
に
対
し
そ

の
利
益
の
返
還
を
求
め
て
訴
を
提
起
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
払
下
請
求
地
（
二
昌
目
の
）
は
、
会
社
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
．
か
つ
会
社
に
と
っ
て
扉
の
Ｉ

ｐ
ｇ
ご
用
法
目
』
切
に
あ
っ
た
。



行
）
（
』
①
『
①
）
①
ロ
ロ
・
Ｐ
・
幻
．
（
四
」
）
画
①
②
（
シ
］
芦
・
国
・
○
）
。
（
』
①
『
⑪
）
⑫
⑰
□
・
Ｐ
・
宛
・
（
い
』
）
い
①
（
シ
一
［
の
．
（
》
）
・

一加｝
日
の
目
〕
・
の
・
・
ロ
・
・
目
・
己
・
日
の
．
そ
し
て
、
新
経
営
者
に
対
す
る
利
益
帰
属
の
判
断
は
、
株
式
の
名
義
書
換
．
時
の
株
式
標
価
方

法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
取
締
役
の
不
正
行
為
に
よ
る
資
産
基
準
評
価
（
：
”
の
戸
切
盲
②
】
⑪
：
一
目
［
】
：
で
あ
れ
ば
、
利
益

の
返
還
を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
Ｊ
夛
二
）
筐
、
Ｉ
山
ご
・

一帖｝
因
回
の
芹
】
ロ
』
ず
】
」
・
元
・
助
凹
の
．
ｚ
○
円
｛
ず
の
ご
・
○
℃
．
Ｃ
罠
・
勺
・
』
←
①
。

－
Ｆ
一
因
Ｈ
ロ
ヨ
ヨ
田
○
Ｎ
』
（
］
、
①
①
）
少
・
ｏ
Ｐ
Ｐ
ｐ
３
牌
・
ワ
『
Ｆ
ｏ
Ｈ
旦
困
①
Ｈ
の
ｏ
汀
①
臣
。

一指）
因
固
の
【
】
ロ
）
］
ず
】
」
・
・
勺
．
①
い
①
。

●

一Ｍ一
因
回
の
［
】
ロ
・
］
す
】
」
．
。

｛旧｝
因
四
ｍ
【
】
ロ
・
◎
己
．
。
】
Ｆ
己
．
⑰
い
＠
・

●

｛⑰一
因
色
の
戸
〕
ロ
・
］
ず
】
」
・
》

｛
枢
一
因
回
②
亘
口
６
℃
」
。
】
（
・
己
。
①
画
ｍ
・
ｚ
ｏ
Ｈ
（
ず
①
『
・
○
己
。
。
】
｛
・
田
』
←
①
。

●

｛Ⅲ一
○
．
ョ
の
曰
］
ず
】
」
・
雪
旧
⑰
四
の
。

返
還
の
責
に
な
い
と
判
示
し
た
。

（
旧
）
（
】
①
①
『
）
⑱
シ
・
○
・
一
Ｐ
本
件
は
、
信
託
者
が
保
有
し
た
株
式
を
会
社
の
業
務
と
に
関
連
し
て
自
己
の
た
め
に
残
余
株
式
を
取
得

し
た
事
実
で
あ
っ
た
。
西
。
：
①
。
｛
Ｆ
ｏ
ａ
ｍ
は
、
宛
①
、
巳
。
：
①
を
是
認
し
、
代
理
人
に
利
益
の
返
還
を
認
め
た
。

反
対
意
見
・
１
．
．
Ｆ
◎
二
三
房
・
目
①
は
、
本
件
は
本
人
の
た
め
に
行
使
し
た
情
報
を
不
正
に
利
用
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で

で
、
代
理
人
は
利
益
返
還
の
責
を
負
わ
な
い
と
す
る
。
そ
の
他
、
詳
細
に
つ
き
、
；
の
Ｃ
・
ョ
の
Ｈ
ご
］
亘
。
・
も
己
・
記
『
ｌ
認
①
。

５８



取
締
役
が
隠
れ
た
利
益
を
取
得
し
う
る
に
は
、
会
社
の
了
知
と
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
取
締
役
は
、
し
ば
し
ば
会
社
の
口
、
の
ロ
芹
と

四
会
社
の
同
意
に
よ
る
禁
止
解
除

｛、一
円
す
』
ユ
・
》
田
・
国
』
①
。

宛
）
（
桿
の
『
四
）
］
己
戸
旧
・
肉
・
Ｐ
心
四
・

一別一
Ｆ
す
】
」
・
》
句
・
画
桿
①
。

｛乃一
勺
閉
の
ロ
戸
】
。
①
や
。
□
・
◎
』
芹
・
巳
・
画
桿
、
。

こ
こ
の
点
で
は
、
取
締
役
は
株
主
の
受
託
者
で
は
な
い
と
い
う
原
則
が
修
正
を
う
け
る
。
更
に
一
九
四
八
年
会
社
法
が
問
題
と
す

す
る
支
払
も
、
同
法
一
九
一
一
条
と
同
様
、
地
位
の
喪
失
補
償
と
し
て
、
ま
た
は
地
位
を
退
く
こ
と
に
関
連
し
て
な
さ
れ
た
場
合
に

限
る
。
取
締
役
が
退
任
し
な
い
と
き
は
、
付
加
的
な
支
払
を
う
け
、
も
し
く
は
推
薦
し
た
こ
と
に
対
し
て
贈
与
が
な
さ
れ
、
大
口

の
株
式
を
有
す
る
と
い
う
理
由
で
高
額
の
対
価
を
受
領
し
て
も
、
一
九
三
条
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
る
。
幻
①
、
口
｝

：
：
の
結
果
は
、
こ
の
一
九
一
一
一
条
適
用
方
法
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
そ
の
不
当
性
が
解
消
さ
れ
た
、
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

一
刀
一
句
別
の
ロ
ー
】
◎
の
。
◎
己
．
。
】
戸
・
国
』
ｍ
・

一
卍
一
三
己
の
目
曰
匡
判
事
は
、
損
傷
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
な
株
主
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
利
益
の
返
還
を
認
め
る
も
の
で
、
結
局
、

本
件
に
つ
き
こ
れ
が
明
白
（
の
ぐ
こ
の
ロ
：
）
で
な
か
っ
た
と
し
て
、
株
主
の
和
解
（
ｏ
・
日
ご
田
】
己
・
ロ
）
に
お
け
る

６
ゲ
四
目
、
①
が
原
告
会
社
へ
の
返
還
を
禁
止
す
る
と
判
断
し
た
。
②
①
①
閂
三
○
・
竜
・
画
桿
の
．

一盃｝
（
凶
①
『
四
）
Ｐ
Ｃ
Ｃ
・
Ｐ
・
幻
。
（
四
口
）
②
『
惇
（
の
．
？
。
）
。

赤
掘
法
協
八
五
巻
一
号
五
九
頁
。

５９



こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
一
九
四
八
年
会
社
法
第
一
九
九
条
は
、
取
締
役
が
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
何
ら
か
の
利

益
を
有
す
る
契
約
す
べ
て
に
及
ぶ
が
、
こ
れ
は
衡
平
法
上
の
ル
ー
ル
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
（
同
条
五
項
）
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
取
締
役
は
取
締
役
会
に
対
す
る
利
益
の
開
示
を
も
っ
て
そ
の
利
害
衝
突
を
悉
く
有
効
と
す
る
も
の
で
な
く
、
本
規
定
は
、
利

得
行
為
の
程
度
に
差
は
あ
れ
附
属
定
款
に
よ
る
取
締
役
の
契
約
認
容
を
し
た
場
合
を
、
制
定
法
を
も
っ
て
取
締
役
が
取
得
す
る
利
益
の
開
示

を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
故
に
、
附
属
定
款
が
許
容
し
て
い
な
い
事
項
に
つ
き
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
の

規
定
ま
た
は
衡
平
法
上
の
原
則
に
よ
っ
て
利
益
の
取
得
が
禁
止
さ
れ
る
場
合
に
、
取
締
役
が
取
締
役
会
議
に
利
益
の
開
示
し
て
も
、
取
締
役

工
の
利
得
行
為
が
悉
く
有
効
と
な
る
も
の
で
な
い
。

－２｝

更
に
注
意
す
べ
き
は
、
’
九
四
八
年
会
社
法
第
二
○
五
条
の
免
責
禁
止
条
項
で
あ
ろ
う
。

イ
ギ
リ
ス
の
取
締
役
は
、
従
来
衡
平
法
上
の
厳
格
な
制
限
を
回
避
す
る
た
め
定
款
に
よ
る
免
責
規
定
に
ｎ
ら
の
義
務
の
軽
減
を
も
と
め
た

も
一
一
一
一
口
わ
れ
る
が
、
会
社
と
利
益
が
衝
突
す
る
限
り
に
お
い
て
は
“
ぬ
の
ロ
｛
と
己
１
口
。
ご
巳
の
間
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
厳
格
で
あ
る
。

即
ち
、
取
締
役
が
隠
れ
た
利
益
を
得
た
と
言
わ
れ
な
い
た
め
に
は
、
取
締
役
が
直
接
か
つ
間
接
的
に
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
、

利
害
関
係
を
有
す
る
に
至
る
前
ま
た
は
そ
の
後
に
開
催
さ
れ
る
最
初
の
取
締
役
会
議
に
そ
の
利
益
の
性
質
（
弓
の
：
目
円
の
。
｛
】
貝
の
．

：
：
）
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
九
四
八
年
会
社
法
第
一
九
九
条
一
項
、
一
一
項
）
。
開
示
は
、
こ
れ
を
取
締
役
が
特
定
の

会
社
ま
た
は
フ
ァ
１
ム
（
の
己
の
Ｃ
崖
』
の
」
・
Ｑ
ｇ
：
］
・
獄
亜
目
】
）
の
社
員
た
る
こ
と
に
よ
り
利
害
関
係
の
生
ず
る
こ
と
、
一
般
に
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
害
関
係
の
存
す
る
こ
と
を
取
締
役
に
対
し
十
分
に
報
告
（
：
｛
｛
】
＆
の
日
」
の
○
一
日
目
］
：
）
す
れ

ば
足
り
る
（
同
法
同
条
三
項
）
が
、
こ
れ
は
、
単
に
自
己
が
利
害
関
係
を
有
す
る
と
い
う
事
吏
の
み
な
ら
ず
「
利
益
の
性
質
」
の
開
示

が
必
要
で
あ
る
（
同
法
同
条
第
一
項
）
．

６０



（
定
款
は
、
衡
平
津
に
優
”
先
す
る
。
）
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
会
社
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
定
款
に
よ
る
衡
平
法
上
の
ル
ー
ル
を
排
除
す
る

－５｝

条
項
（
の
〆
・
］
口
②
】
・
ロ
・
］
自
切
の
）
の
匹
範
な
採
用
を
み
る
に
至
っ
た
。
そ
の
免
責
の
稗
度
に
は
、
人
き
な
帆
が
あ
る
が
、
一
般
に
「
取
締

役
会
の
決
議
に
よ
り
取
締
役
は
会
社
と
の
利
害
衝
突
を
排
除
す
ゑ
」
と
規
定
す
る
も
の
が
多
く
、
定
款
の
規
定
に
雄
づ
き
取
締
役
が
そ
の
行

為
を
為
し
た
場
合
、
取
締
役
は
忠
実
義
務
違
反
を
構
成
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
と
き
と
し
て
取
締
役
の
忠
実
義
務
が
全
く
無

視
さ
れ
会
社
の
利
益
が
害
さ
れ
る
危
険
の
あ
る
場
合
も
多
く
、
こ
れ
に
対
す
る
規
制
策
と
し
て
、
’
九
四
八
年
会
社
法
第
二
○
五
条
規
定
の
制

と
こ
ろ
で
、
取
締
役
忠
実
義
務
の
法
理
は
、
取
締
役
の
個
人
的
利
益
の
た
め
に
会
社
財
應
を
危
険
に
晒
す
こ
と
を
防
止
す
る
目
的
で
形
成
Ⅲ

さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
そ
の
よ
う
な
危
険
が
な
い
と
き
は
、
当
該
取
締
役
は
個
人
と
し
て
会
社
と
の
契
約
、
そ
の
他
の

取
引
行
為
を
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
的
に
、
会
社
が
取
締
役
と
取
引
を
す
る
こ
と
が
非
常
に
有
利
な
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
イ
ギ

リ
ス
会
社
法
は
、
会
社
の
営
業
活
動
の
便
宜
を
図
ろ
う
と
す
る
意
図
お
よ
び
会
社
取
締
役
の
行
為
の
公
正
を
図
る
た
め
開
示
規
制
を
強
化
す

る
。
具
体
的
に
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
は
、
取
締
役
の
開
示
義
務
の
拡
大
を
図
り
、
取
締
役
の
行
動
を
株
主
の
批
判
に
委
ね
、
間
接
的
に
取
締

役
が
個
人
的
利
益
を
獲
得
す
る
場
を
排
斥
し
、
開
示
お
よ
び
公
開
の
徹
底
に
よ
り
、
会
社
経
営
に
対
す
る
一
般
的
信
頼
お
よ
び
会
社
取
引
の

公
正
の
担
保
を
図
ろ
う
と
す
る
。
一
九
四
八
年
会
社
法
第
一
九
九
条
規
定
も
こ
れ
の
一
表
彰
で
あ
る
が
、
｜
几
六
七
年
会
社
法
は
開
示
原
理

（５）
（
」
】
：
』
：
月
の
己
１
口
。
】
己
｝
の
）
を
そ
の
指
導
理
念
と
し
開
一
不
規
制
の
強
化
を
図
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
も
し
た
よ
う
に
、

’
九
四
八
年
会
社
法
第
一
九
化
条
は
、
衡
平
法
上
の
原
則
と
そ
の
内
容
を
著
し
く
異
に
す
る
。
衡
平
法
の
原
則
は
、
取
締
役
会
議
へ
の
開
示

定
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。
本
条
項
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
の
義
務
違
反
に
対
す
る
定
款
お
よ
び
制
定
法
上
の
貨
任
排
除
条
項
に
つ
き
全
て
無
効

で
あ
る
旨
を
規
定
す
る
。
然
る
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
取
締
役
は
、
定
款
に
よ
る
免
責
を
認
め
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
定
款
に
よ
る
免
責
の
限
界
を
み

（４）

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
本
条
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
一
九
九
条
規
定
は
そ
の
適
用
範
囲
の
禁
止
と
い
う
結
果
を
み
る
。



ア
メ
リ
カ
会
社
機
会
の
法
理
は
、
こ
の
よ
う
に
取
締
役
が
会
社
機
会
を
適
法
に
利
用
す
る
方
法
に
会
社
に
対
す
る
開
爪
と
そ
の
承
認
の
手

続
に
求
め
る
。
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
い
て
も
、
開
示
規
制
強
化
の
趣
旨
お
よ
び
忠
実
義
務
の
法
理
の
そ
の
趣
旨
か
ら
は
原
則
と
し
て
同
一

方
法
に
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
こ
れ
ま
で
観
察
し
て
来
た
よ
う
に
、
一
九
四
八
年
会
社
法
第
二
○
五
条
の

規
定
に
基
づ
き
ア
メ
リ
カ
法
の
そ
れ
よ
り
も
一
般
に
厳
格
な
も
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
の
・
ョ
の
Ｈ
６
ご
・
・
胃
・
己
己
・
己
①
田
』
・
小
町
谷
概
説
二
八
一
一
一
瓜
１
一
一
八
五
口
。

合
も
、
取
締
役
は
関
係
者
全
員
に
対
す
る
完
全
な
開
示
（
｛
ロ
ー
①
の
｛
曰
：
一
・
切
目
の
）
を
求
め
ら
れ
、
関
係
者
に
よ
る
同
意
な

｛
Ｌ

き
限
り
取
締
役
は
如
何
な
る
個
人
的
利
益
の
享
受
を
な
し
え
な
い
と
さ
れ
、
会
社
機
会
の
利
用
に
株
主
の
関
与
が
み
ら
れ
る
。

要
な
場
合
ま
た
は
当
該
取
締
役
の
支
配
が
各
取
締
役
に
強
く
及
ん
で
い
た
場
合
に
は
株
主
に
よ
る
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
機

会
が
一
般
に
知
り
得
え
な
い
会
社
の
特
別
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
き
、
仮
に
会
社
自
身
に
よ
る
機
会
の
利
用
が
不
可
能
で
あ
る
場

具
体
的
に
、
ア
メ
リ
カ
の
取
締
役
は
、
取
締
役
会
の
同
意
あ
る
い
は
業
務
執
行
役
員
の
同
意
、
更
に
は
会
社
に
対
す
る
機
会
利
得
の
対
価
支

（６）

払
を
も
っ
て
会
社
機
会
の
利
用
を
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
取
締
役
会
が
右
承
認
決
議
を
為
す
と
き
当
該
取
締
役
が
そ
の
成
立
に
必

が
取
締
役
の
免
責
事
由
と
な
る
と
は
解
さ
な
い
。
蓋
し
、
衡
平
法
は
、
開
示
が
株
主
総
会
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
実
際
上

無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
を
猶
予
す
る
。

と
こ
ろ
で
，
ア
メ
リ
カ
会
社
機
会
の
法
理
は
、
会
社
に
よ
る
承
認
を
一
般
的
に
は
定
款
ま
た
は
会
社
（
取
締
役
会
）
の
合
意
に
求
め
る
。

－
４
｝
］
○
用
閂
二
国
閂
宛
Ｃ
の
）
屡
目
可
①
己
の
目
ご
】
②
の
】
す
一
の
ｍ
Ｃ
ｏ
つ
の
。
｛
四
旬
戸
】
。
｝
①
⑪
の
×
。
｝
巨
旦
】
ロ
、
【
ず
の
Ｃ
巨
芹
の
】
②
。
【
○
○
Ｉ

Ｔ
｝
⑦
。
ョ
「
の
Ｎ
・
』
ず
一
旦
・
》
ご
ロ
．
①
⑭
］
１
ｍ
⑭
山
・

｛
５
一
○
・
コ
「
の
Ｎ
」
亘
已
．
。
赤
掘
法
協
八
五
巻
一
号
一
一
一
○
頁
Ｉ
一
一
一
一
一
頁
。
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取
締
役
が
会
社
の
営
業
ラ
イ
ン
上
に
存
す
る
機
会
を
お
よ
び
利
得
の
機
会
を
適
法
に
利
用
す
る
方
法
は
、
｜
般
に
会
社
に
対
す
る
開
示
と

そ
の
放
棄
を
待
機
す
る
手
続
で
あ
る
が
、
取
引
の
相
手
方
が
会
社
と
の
取
引
を
断
っ
た
場
合
に
は
、
会
社
は
そ
の
機
会
に
対
し
て
何
等
の
正

当
な
権
利
や
期
待
を
も
有
し
な
い
の
で
、
取
締
役
が
自
己
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
し
得
る
こ
と
は
自
由
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
や
は

り
「
期
待
基
準
（
の
ど
①
◎
目
目
・
］
（
の
：
）
」
の
確
証
を
必
要
と
す
る
も
の
で
、
取
締
役
が
利
益
を
自
己
の
立
場
に
移
動
し
た
り
あ
る

い
は
機
会
を
積
極
的
に
求
め
相
手
方
に
対
し
て
自
己
と
の
取
引
を
説
得
し
た
り
し
た
と
き
、
更
に
右
事
情
下
に
お
い
て
会
社
に
対
す
る
開
示

を
怠
っ
た
と
き
は
機
会
の
利
用
と
な
り
う
る
。

０
口
目
量
シ
ニ
ニ
：
：
に
お
い
て
、
被
告
（
の
日
日
す
。
Ｈ
、
）
は
、
代
剛
や
偏
託
に
関
す
る
諸
原
則
に
基
づ
き
、
い
わ
ゆ

る
会
社
の
利
益
増
進
を
図
る
べ
き
場
に
お
い
て
同
時
に
自
己
の
利
益
増
進
を
図
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
が
、
同
時
に
：
自
己
・
品
は

五
む
す
び
に
か
え
て

【
：
ｐ
ロ
】
己
月
①
：
。
：
醤
目
毒
①
三
○
」
の
門
口
伊
豊
「
宛
①
ぐ
】
①
急
ご
く
ｏ
一
・
四
℃
］
色
］
］
（
］
①
『
の
）
巳
・
函
①
⑰
。
一
九
四
八
年
会
社

法
第
一
一
○
五
条
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
、
。
。
」
【
日
二
で
行
為
す
る
取
締
役
を
救
済
す
る
規
定
で
あ
る
の
か
、
ま
た
個
々
の
義
務

の
範
囲
に
関
す
る
も
の
で
な
く
責
任
制
限
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
論
議
も
な
さ
れ
て
い
る
，

一Ｐ。）
一
九
六
七
年
会
社
法
第
一
六
条
一
項
①
号
は
、
取
締
役
が
会
社
の
締
結
す
る
契
約
に
面
接
ま
た
は
間
接
的
に
利
害
関
係
を
も
つ

場
合
こ
れ
に
関
す
る
重
要
事
項
を
取
締
役
報
告
書
へ
曰
ｎ
円
【
・
厨
Ｈ
①
己
・
貝
）
に
記
載
す
べ
き
と
し
、
株
主
に
対
す
る
開
一
水
に

実
質
的
な
拡
大
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
開
示
の
法
と
も
呼
ば
れ
る
一
九
七
六
年
会
社
法
の
制
定
も
観
る
に
至
っ
た
。

（
６
）
赤
堀
法
協
八
五
巻
一
一
一
号
三
一
一
一
○
頁
。

（
Ｌ
赤
堀
法
協
八
五
巻
一
一
一
号
一
一
一
三
○
頁
。

６３



く
か
今
だ
雑
多
の
問
題
が
残
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
会
社
企
業
の
経
済
活
動
の
多
様
化
に
伴
い
、
取
締
役
が
そ
の
地
位
を
利
用

し
て
功
妙
な
方
法
で
会
社
の
隠
れ
た
利
益
の
利
得
機
会
の
増
大
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ロ
：
＆
聖
當
］
８
ｍ
の
は
、
取
締
役
が
（

単
な
る
）
営
業
に
属
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
禁
示
し
、
こ
れ
を
忠
実
義
務
違
反
と
み
よ
う
と
す
る
点
、
ま
た
会
社
の
「
営
業
範
囲
に
属
す

る
機
会
（
・
巨
口
の
。
｛
切
目
】
ロ
の
、
の
．
（
①
：
）
」
の
検
討
を
す
る
点
、
か
く
意
味
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
受
託
者
は
、
信
託
の
原
則
に
基
づ
き
、
そ
の
地
位
に
あ
る
間
、
受
益
者
と
競
業
の
関
係
に
立
つ
こ
と
を
原
則
と
し

て
禁
止
さ
れ
る
。
一
八
九
○
年
の
組
合
法
第
三
○
条
は
、
こ
の
こ
と
を
明
記
す
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
他
の
組
合
員
の
同
意
を
得
る
こ
と
な

く
、
そ
の
｛
百
日
と
性
質
を
同
じ
く
し
、
か
つ
こ
れ
と
競
業
関
係
に
入
っ
た
者
は
そ
れ
に
基
づ
き
取
得
し
た
川
綻
を
｛
旨
曰
に
返

還
す
べ
き
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
’
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
は
、
こ
の
組
合
法
第
三
○
条
と
同
一
ま
た
は
類
似
す
る
規
定
を
も
た
な
い
）
そ
し
て
、

更
に
は
、
取
締
役
の
地
位
が
組
合
員
の
そ
れ
に
可
成
以
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
同
条
の
原
則
は
．
取
締
役
に
は
そ
の
類
推
適
用
が
な
い
も
の

締
役
自
身
が
利
用
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
法
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
競
業
は
会
社
が
顧
客
と
の
取
引
に
入
る
こ
と
に

会
社
財
産
を
濫
用
し
た
場
合
は
、
競
業
は
、
信
任
の
濫
用
と
な
る
の
で
、
競
業
も
こ
の
面
か
ら
も
そ
の
規
制
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
信
任
の
濫
用
は
、
競
業
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
会
社
機
会
も
固
有
の
意
味
に
お
け
る
る
競
業
そ
の
も
の
で
は
な
い
（
奎
則
辿
宅

会
社
機
会
の
理
論
は
、
会
社
が
第
三
者
と
取
引
を
行
い
ま
た
は
契
約
関
係
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
Ｊ
て
利
得
し
う
る
営
業
上
の
機
会
を
、
取

社
機
会
の
法
理
は
、
そ
の
範
囲
も
広
く
、
他
の
問
題
と
も
交
錯
し
て
い
て
ど
の
よ
う
な
要
件
下
に
お
い
て
会
社
機
会
の
成
立
を
認
容
し
て
い

と
理
解
さ
れ
る
。
尤
も
，
こ
の
場
合
、
取
締
役
は
、
会
社
の
附
属
定
款
に
禁
止
事
項
が
あ
れ
ば
競
業
行
為
お
よ
び
競
業
会
社
の
取
締
役
と
な

（２）
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
、
更
に
は
取
締
役
が
会
社
の
職
務
に
専
念
で
き
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
も
そ
の
規
制
を
う
け
る
。
そ
し
て
、
取
締
役
が

｛Ｊ
会
社
に
対
す
る
完
全
な
開
示
を
も
怠
っ
た
と
さ
れ
た
。
と
も
あ
れ
、
会
社
機
会
の
成
立
に
は
、
い
く
つ
か
の
要
素
が
共
働
す
る
。
ま
た
、
会
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隠
れ
た
利
益
は
、
取
締
役
が
会
社
と
の
関
係
で
信
任
的
お
よ
び
代
理
人
的
立
場
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
会
社
の
了
知
と
同
意
が
な
け
れ
ば
、

取
締
役
が
当
然
に
請
求
し
う
る
報
酬
の
ほ
か
は
、
そ
の
地
位
に
基
づ
き
如
何
な
る
利
益
を
も
取
得
し
え
な
い
と
す
る
。
取
締
役
が
そ
の
地
位
閲

に
基
づ
き
、
い
わ
ゆ
る
会
社
業
務
を
行
う
に
つ
き
会
社
の
隠
れ
た
利
益
を
得
た
な
ら
ば
、
そ
の
利
益
の
形
態
に
拘
わ
ら
ず
全
て
賄
賂
と
看
倣

さ
れ
る
。
取
締
役
が
そ
の
義
務
に
違
反
し
て
利
得
行
為
を
し
た
場
合
、
取
締
役
は
会
社
に
そ
の
利
得
利
益
の
返
還
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
と

に
か
く
、
本
法
理
が
、
取
締
役
の
不
徳
義
な
行
為
を
阻
止
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
言
う
に
及
ば
な
い
が
、
今
日
、
取
締
役
が
そ
の
事
業
活

動
の
中
か
ら
利
得
機
会
の
獲
得
の
場
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
取
締
役
が
、
会
社
の
利
益
を
剥
奪
し
、
会
社
の
事
業
機
会
を

個
人
的
に
利
用
し
、
会
社
形
態
を
詐
欺
的
目
的
に
利
用
す
る
な
ら
ば
、
会
社
取
締
役
に
つ
き
商
業
上
の
モ
ラ
ル
確
保
は
夢
幻
泡
影
で
あ
り
、
会

社
に
対
す
る
信
頼
が
弱
め
ら
れ
る
こ
と
は
充
分
に
考
慮
さ
れ
る
。

更
に
、
○
：
四
目
シ
ケ
ケ
の
】
。
：
の
に
お
い
乏
鈩
』
す
の
射
冨
最
高
裁
判
所
の
多
数
意
見
は
く
の
日
日
す
：
、
の
利
益
返
還
を
認
め
な
か
つ

（５｝
た
。
シ
］
す
の
Ｈ
目
最
高
裁
判
所
は
、
株
主
に
対
す
る
比
例
的
返
還
の
検
討
か
ら
離
れ
、
会
社
ヴ
ェ
ー
ル
の
洞
察
か
ら
右
結
論
を
導
き
出
す
。

会
社
機
会
の
法
理
も
営
業
取
引
に
は
適
用
さ
れ
ず
特
殊
な
狭
い
範
囲
で
機
能
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
両
法
理
は
互
い

に
交
錯
し
、
そ
し
て
相
互
接
近
を
観
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
虹
胆
・
イ
ギ
リ
ス
の
会
社
機
会
の
法
理
に
つ
き
、
そ
の
導
入
検
討
の
段
階
に
あ

■

る
現
在
、
そ
の
統
一
的
ル
ー
ル
の
理
論
的
把
握
に
は
困
難
が
あ
る
が
、
か
く
観
点
か
ら
も
イ
ギ
リ
ス
判
例
法
の
今
後
の
動
向
は
注
目

は
く
云
社
機
会
の
法
理
と
そ
の
共
通
性
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
会
社
機
会
の
問
題
は
今
日
で
は
鐘
盟
茉

（５）
と
同
一
に
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
嘗
て
、
ア
メ
リ
カ
会
社
法
は
、
取
締
役
の
競
業
を
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
も
の
で
も
な
か
つ
←
始
ま
た
、

よ
り
利
得
す
べ
き
機
会
を
取
締
役
が
奪
う
行
為
で
あ
る
。
言
わ
ゆ
る
、
競
業
は
、
会
社
機
会
を
類
型
的
に
奪
う
行
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に

に
能
う
で
あ
ろ
う
。



「
川
機
会
が
会
社
に
よ
り
放
棄
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
②
取
締
役
が
そ
の
放
棄
に
壁
づ
き
そ
の
行
為
を
行
な
』
た
の
で
あ
れ
ば
、
③

そ
の
情
報
が
会
社
に
と
っ
て
秘
密
情
報
で
、
彼
に
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
か
つ
、
Ⅲ
機
会
に
関
す
る
そ
の
後
の
利
用
が

取
締
役
と
し
て
自
己
の
地
位
に
雄
づ
く
も
の
で
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
取
締
役
は
会
社
の
た
め
に
因
・
目
｛
こ
●
を
行
使
し
た
の
で
あ

Ｃ

プ（》。」Ｌ・」－－－－－－－－１

利
益
の
株
主
に
対
す
る
比
例
的
返
還
は
、
イ
ギ
リ
ス
衡
平
法
が
そ
の
考
慮
を
な
す
。
両
の
悪
』
。
：
の
は
、
か
く
観
点
か
ら
有
力
な
批
判

一
』

もあるが、株主に対する比例的返還を認めろ・目一己□の員因：ａ目：。』牌に至っては、多くの反対意見も述べられたものの因。、画一

。
…
と
そ
の
結
論
を
同
一
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
流
ら
ケ
ー
ス
を
会
社
機
会
の
法
理
と
必
ら
ず
し
も
同
一
塁
祀
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
主
た
る
論
点
は
、
会
社
の
秘
密
情
報
の
利
用
に
あ
る
。
○
四
口
且
凹
己
の
：
。
；
の
も
類
似
す
る
。
こ
れ
等
ケ
ー
ス
を
総
合
的
に
観
た
場
合
、

会
社
の
秘
密
情
報
及
び
機
会
の
利
用
、
会
社
に
よ
る
同
意
、
言
わ
ゆ
る
完
全
な
開
一
脈
の
程
度
と
方
向
に
そ
の
救
済
策
を
求
め
る
。
と
り
わ
け

芹
禺
の
・
息
Ｈ
江
」
の
と
の
関
連
に
お
い
て
、
株
主
に
対
す
る
利
益
の
比
例
的
返
還
は
、
取
締
役
の
信
任
義
務
（
｛
己
月
冒
昌
昌
ご
）
が
株

主
に
も
及
び
う
る
こ
と
を
言
及
す
る
。
開
一
派
の
程
度
は
、
こ
こ
に
殊
更
そ
の
重
要
性
を
増
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

最
後
に
、
田
亘
弓
切
ぐ
》
因
・
月
日
９
口
。
：
の
お
よ
び
○
：
且
四
℃
の
の
○
・
四
ｍ
の
に
関
連
し
た
○
・
三
の
『
教
授
の
指
摘
を
挙
げ

最
後
に
、

てお｝戸γ・

注
（
１
）
己
尉
の
ロ
回
。
①
６
℃
．
。
】
（
・
己
．
山
程
『
・

●

（
２
）
赤
堀
法
協
八
五
巻
一
一
号
一
八
四
口
。

（
５
）
小
町
谷
概
説
二
七
一
一
一
頁
、
二
九
四
頁
’
一
一
九
五
Ⅲ
ｏ

工
例
え
ば
、
取
締
役
が
会
社
の
内
部
情
報
を
競
争
会
社
に
知
ら
せ
て
い
る
誓
実
が
あ
れ
ば
、
取
締
役
は
自
己
の
忠
実
義
務
違
反
を

６６

「



Ｚ－▲道

構
成
す
る
。

の
○
ョ
の
Ｈ
・
◎
も
。
。
】
芦
・
己
已
・
団
四
①

□
Ｈ
①
ロ
詩
粋
。
①
。
◎
国
づ
。
芦
芦
・
巳
・
凹
碍
①

（
】
＠
の
『
）
鴎
缶
・
○
・
吟
①

⑰
吟
。

－６７－


